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昨
年
（
二
○
○
七
年
）
の
一
二
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
第
十
七
代
韓
国
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
保
守
系
野
党
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
李
明

博
候
補
が
当
選
し
た
。
国
民
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
韓
国
の
大
統
領
は
、
任
期
五
年
の
一
期
制
（
単
任
制
）
で
あ
り
、
政
治
・

行
政
に
お
け
る
巨
大
な
権
力
を
国
民
か
ら
預
か
る
代
表
を
選
ぶ
最
も
重
要
な
政
治
的
行
事
で
あ
り
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
は
二
○
一
二
年

末
ま
で
を
そ
の
在
任
期
間
と
す
る
。
日
本
の
議
員
内
閣
制
と
は
異
な
り
、
戦
後
か
ら
大
統
領
制
を
採
択
し
て
い
る
韓
国
に
お
い
て
の
大
統

領
選
挙
は
、
国
政
最
大
の
「
政
」
（
ま
つ
り
ご
と
）
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
国
民
か
ら
最
大
の
信
任
を
得
た
候
補
者
に
対
し
国
民
の
政
治
的

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
強
力
な
権
限
を
信
託
す
る
場
で
も
あ
る
。
現
行
の
韓
国
憲
法
二
九
八
七
年
全
部
改
正
）
は
、
こ
の
大
統
領
に
対
し
て
、

「
国
家
元
首
」
（
憲
法
第
六
六
条
一
項
）
及
び
「
韓
国
三
章
（
陸
・
海
・
空
軍
）
の
統
帥
権
保
有
者
」
（
憲
法
第
七
四
条
一
項
）
と
し
て
、

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

八
三

は
じ
め
に ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件

’
第
一
七
代
韓
国
大
統
領
選
挙
及
び
総
選
挙
の
結
果
分
析
Ｉ

申

龍

徹
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

八
四

ま
た
、
行
政
権
を
有
す
る
「
政
府
首
班
」
（
憲
法
第
一
ハ
六
条
四
項
）
と
い
う
強
力
な
地
位
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
統
領
へ
の
権

限
の
集
中
は
、
戦
後
の
波
乱
の
中
で
形
成
さ
れ
た
特
有
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
典
型
的
な
米
国
の
大
統
領
制
か
ら
す
れ
ば
、
異
な

（
１
）
 

っ
た
体
制
を
形
成
し
て
お
り
、
「
韓
国
式
大
統
領
制
」
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
日
本
の
議
院
内
閣
制
と
異
な
る
大
統
領
制
の
下
で
新
し
い
大
統
領
を
国
民
の
手
に
よ
っ
て
直
接
選
出
す
る
韓
国
の
大
統
領

選
挙
の
過
程
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
政
治
・
経
済
・
社
会
に
お
け
る
内
政
政
策
（
民
生
政
策
）
、
対
北
朝
鮮
政
策
、
対
日
政
策
な
ど
の

（
２
）
 

外
鍜
交
政
策
に
お
い
て
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
一
次
関
心
事
項
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
関
心
は
単
に
大
統
領
選
挙
及
び
総
選
挙
の
結
果
分
析
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
統
領
選
挙
と
そ
の

後
の
総
選
挙
の
結
果
を
踏
ま
え
、
「
進
歩
（
革
新
）
の
退
潮
」
・
「
保
守
の
躍
進
」
と
い
わ
れ
る
保
革
の
逆
転
現
象
の
原
因
を
探
る
と
こ
ろ

ま
で
に
考
察
の
範
囲
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
を
通
じ
て
提
起
さ
れ
た
戦
後
政
治
と
の
決
別
と
し
て
の
登

場
し
た
は
ず
の
慮
武
絃
政
府
が
な
ぜ
改
革
に
失
敗
し
た
の
か
を
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、
「
開
発
独
裁
」
か
ら
「
三
金
政
治
」
に
よ
る
地
域

分
割
ま
で
、
感
情
的
対
立
の
煽
り
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
戦
後
政
治
に
対
す
る
統
合
改
革
が
挫
折
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
慮
武
鉱
政
府
は
、
戦
後
の
権
威
主
義
体
制
の
中
で
、
民
主
化
の
旗
手
と
し
て
、
韓
国
独
有
の
地
域
対
立
（
地
域
感
情
）
に
煽
ら

れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
三
金
政
治
」
の
呪
縛
か
ら
の
政
治
的
脱
皮
を
要
求
さ
れ
な
が
ら
誕
生
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

社
会
改
革
に
対
す
る
「
観
念
的
情
熱
さ
」
と
政
権
運
営
の
「
無
能
さ
」
と
い
う
限
界
を
披
露
し
た
ま
ま
、
’
九
九
八
年
の
金
大
中
政
府
以

降
の
革
新
政
権
の
座
を
保
守
政
党
に
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
盧
武
絃
政
府
の
五
年
間
の
政
権
運
営
を
進
歩
的
改
革
の
過
渡
期
的
教
訓

と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
権
威
主
義
的
な
戦
後
政
治
の
連
続
線
上
に
置
く
の
か
の
判
断
は
容
易
い
も
の
で
は
な
い
が
、
国
民

の
選
択
の
中
身
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
が
戦
後
の
政
治
構
造
の
柱
を
形
成
し
た
三
金
時
代
の
崩
壊
の
加
速
化
に
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一
九
八
七
年
の
民
主
化
を
踏
ま
え
、
全
部
改
正
に
よ
っ
て
民
主
的
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
現
行
の
憲
法
で
は
、
政
府
形
態
を
「
大
統
領

制
」
（
円
の
印
昼
の
昌
国
一
望
の
［
の
ョ
）
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
典
型
的
形
態
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
有

（
３
）
 

し
て
い
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
古
典
的
な
大
統
領
制
と
同
様
に
韓
国
の
憲
法
も
次
の
よ
う
な
事
項
を
定
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
国
民
に
よ
っ
て
直
接
選
ば
れ
た
大
統
領
が
国
家
の
元
首
で
あ
る
と
同
時
に
行
政
府
の
首
班
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
、

②
そ
の
任
期
は
法
律
（
憲
法
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
大
統
領
が
国
会
に
対
し
て
政
治
的
責
任
を
負
う
こ
と
な
く
、
国
会

の
弾
劾
訴
追
と
憲
法
裁
判
所
に
決
定
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
職
が
失
わ
れ
る
こ
と
、
④
国
会
の
立
法
に
対
し
法
案
拒
否
権
を
有
し
て
お
り
、

（
４
）
 

ま
た
国
今
奉
に
対
し
大
統
領
の
解
散
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

他
方
、
韓
国
の
恵
法
で
は
、
こ
う
し
た
古
典
的
か
つ
典
型
的
な
大
統
領
制
と
は
異
な
る
要
素
を
認
め
て
お
り
、
例
え
ば
、
国
務
総
理
を

置
き
行
政
各
部
を
統
括
す
る
と
と
も
に
国
会
に
対
す
る
政
治
的
責
任
を
負
え
る
よ
う
に
国
会
の
解
任
建
議
権
の
付
与
、
国
会
議
員
と
国
務

（
５
）
 

委
員
の
兼
職
の
許
容
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

韓
国
の
政
治
体
系
に
お
い
て
大
統
領
制
の
形
成
は
、
一
九
四
八
年
の
憲
法
制
定
に
さ
か
の
ぼ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
八
年
七
月
の
憲

法
制
定
・
政
府
組
織
の
編
成
と
と
も
に
、
国
会
に
お
け
る
間
接
選
挙
に
よ
っ
て
大
統
領
（
李
承
晩
）
と
副
大
統
領
（
李
始
榮
）
が
誕
生
し

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

八
五

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
関
す
る
手
が
か
り
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
三
金
時
代
の
崩
壊
と
そ
の
ポ
ス
ト
三
金
時
代

を
リ
ー
ド
す
る
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
大
統
領
に
求
め
ら
れ
る
条
件
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

大
統
領
制
の
制
度
的
形
成
と
そ
の
権
限
と
義
務
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初
代
の
大
統
領
で
あ
っ
た
李
承
晩
は
、
行
政
府
の
首
班
で
あ
る
と
と
も
に
与
党
の
党
首
と
し
て
国
政
に
お
け
る
政
策
形
成
と
執
行
に
対

す
る
強
力
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
、
政
治
的
洞
察
力
と
外
交
的
な
手
腕
に
通
じ
て
い
た
も
の
の
、
宣
伝
と
扇
動
に
よ
る
カ
リ
ス
マ

的
指
導
を
好
む
あ
ま
り
、
政
策
決
定
に
お
い
て
独
善
的
か
つ
権
威
主
義
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
か
ら
政
府
樹
立
や
国
家
基
盤
の
国
際

的
な
承
認
と
経
済
援
助
の
猶
得
な
ど
様
々
な
業
綱
を
残
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
時
の
最
大
の
国
政
課
題
で
あ
っ
た
経
済
の
安
定
と
い
う

現
実
問
題
に
対
す
る
長
期
的
取
り
組
み
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

他
方
、
第
二
共
和
国
は
内
閣
責
任
制
の
政
府
形
態
を
採
択
し
、
大
統
領
は
国
家
を
代
表
す
る
も
の
の
、
国
政
に
対
す
る
地
位
は
、
儀
礼

的
存
在
と
な
り
、
実
際
的
な
権
限
は
国
務
総
理
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
の
任
命
を
受
け
る
国
務
総
理
が
、
行

政
の
首
班
と
し
て
国
政
に
関
す
る
政
策
決
定
の
最
高
責
任
者
で
あ
り
、
閣
僚
の
任
免
権
は
も
ち
ろ
ん
閣
僚
の
承
認
な
し
で
政
策
決
定
を
行

う
な
ど
強
力
な
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
権
限
を
有
し
な
が
ら
も
第
二
共
和
国
の
国
務
総
理
（
張
勉
）
は
、
政
治
的
な
経
験
の
不
足
、
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー

（
６
）
 

認
識
が
あ
っ
た
か
つ
ら
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
（
ヱ
ハ
巻
第
一
号

八
六

た
。
こ
の
第
一
共
和
国
は
、
憲
法
上
の
三
権
分
立
を
土
台
と
し
、
単
院
制
の
国
会
と
大
統
領
中
心
制
、
大
統
領
の
国
会
で
の
間
梓
選
挙
な

ど
を
採
択
し
て
い
た
。
し
か
し
、
国
会
の
単
院
制
は
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
政
府
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
憲
法
室
案
の

段
階
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
内
閣
責
任
制
が
大
統
領
中
心
制
に
内
閣
責
任
制
を
加
味
し
た
形
に
変
更
さ
れ
た
の
は
政
治
的
な
妥
協
の

産
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
的
な
変
更
の
背
景
に
は
、
内
閣
費
任
制
の
条
件
と
も
い
え
る
中
産
層
及
び
国
民
の
高
い
政
治
的
意
識
、

高
い
教
育
水
準
、
そ
し
て
職
業
公
繊
員
制
度
、
地
方
自
治
制
度
、
社
会
的
安
定
な
ど
が
整
っ
て
い
な
い
当
時
の
状
況
で
は
現
実
的
な
選
択

で
は
な
く
、
強
力
な
権
限
を
有
す
る
大
統
領
を
中
心
と
す
る
「
大
統
領
間
接
選
出
制
度
」
の
ほ
う
が
現
実
性
の
あ
る
選
択
と
い
う
共
通
の
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赦
免
権
な
ど
で
あ
っ
た
。

シ
ッ
プ
の
不
在
、
そ
し
て
有
能
な
政
策
助
言
者
（
参
謀
）
で
あ
る
官
僚
な
ど
の
確
保
や
そ
の
活
用
能
力
の
欠
如
に
よ
り
、
急
変
す
る
社
会

的
環
境
変
化
へ
の
対
応
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
政
治
的
・
行
政
的
な
能
力
の
欠
如
は
、
一
九
六
一
年
五
月
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー

（
五
・
一
六
軍
事
革
命
）
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
り
、
一
九
四
五
年
以
降
、
形
成
さ
れ
て
き
た
民
主
的
政
府
は
、
「
官
僚
主
義
体
制
」
と

い
う
長
い
断
絶
の
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
主
導
し
た
「
軍
事
革
命
委
員
会
」
は
、
「
国
家
再
建

最
高
会
議
」
に
組
織
変
更
を
行
い
軍
事
革
命
政
府
と
し
て
機
能
を
持
た
せ
る
と
と
も
に
、
同
年
一
○
月
に
政
府
組
織
法
の
大
幅
な
改
正
を

通
じ
て
、
政
府
形
態
と
し
て
議
員
内
閣
責
任
制
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
強
力
な
「
大
統
領
中
心
制
」
を
採
択
す
る
な
ど
様
々
な
制
度
改
革

に
断
行
し
た
。
「
経
済
の
発
展
」
と
「
祖
国
の
近
代
化
」
を
標
袴
し
て
登
場
し
た
第
三
共
和
国
の
朴
正
煕
大
統
領
は
、
「
経
済
企
画
庁
」
と

い
う
経
済
部
署
を
中
心
に
お
い
た
行
政
主
導
型
の
国
政
運
営
を
図
っ
た
が
、
当
時
の
大
統
領
制
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
権
限
と
し
て
は
、

法
律
執
行
権
・
外
交
権
・
軍
事
権
・
緊
急
財
政
経
済
処
分
権
・
戒
厳
宣
布
権
・
公
務
員
任
免
権
・
政
党
解
散
提
訴
権
・
法
律
案
拒
否
権
．

戦
後
の
混
沌
下
で
形
成
さ
れ
た
大
統
領
制
の
形
成
は
、
政
治
的
安
定
を
図
り
っ
っ
、
経
済
の
建
て
直
し
の
た
め
の
資
源
動
因
の
権
力
性

を
大
統
領
に
委
ね
て
い
く
過
程
と
理
解
で
き
る
が
、
｜
方
に
お
い
て
は
過
度
に
集
中
し
た
権
力
は
、
そ
の
政
治
的
混
乱
を
利
用
し
、
政
権

の
安
定
化
・
長
期
化
を
目
指
し
、
様
々
な
変
革
を
断
行
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
変
革
の
主
要
道
具
と
し
て
、
憲
法
改
正
が
使
わ
れ
、

（
７
）
 

戦
後
の
憲
法
は
し
ば
し
ば
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

戦
後
の
憲
法
の
制
定
二
九
四
七
年
）
以
降
、
度
重
な
る
憲
法
改
正
の
主
な
目
的
は
、
大
統
領
を
選
出
す
る
選
挙
制
度
の
変
化
に
関
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
現
職
大
統
領
の
政
権
維
持
の
た
め
の
大
統
領
選
出
制
度
の
変
化
に
憲
法
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

で
あ
っ
た
。
戦
後
に
お
け
る
最
初
の
憲
法
改
正
は
、
李
承
晩
大
統
領
に
よ
る
第
一
次
〈
一
九
四
八
年
）
・
第
二
次
（
一
九
五
二
年
）
・
第
三

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

八
七
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次
二
九
五
四
年
）
の
葱
法
改
正
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
長
期
政
権
の
維
持
の
た
め
の
も
の
で
、
直
接
投
票
で
あ
っ
た
大
統
領
選
挙
を
国

会
に
よ
る
間
接
選
挙
へ
の
変
更
、
さ
ら
に
間
接
選
挙
を
直
接
選
挙
に
代
え
る
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
次
の
第
四
次
憲
法
改
正
は
、
一
九
六
○
年
の
四
月
の
「
四
・
’
九
学
生
義
挙
」
を
踏
ま
え
、
大
統
領
中
心
制
を
議
員
内
閣
制
へ
と

そ
の
権
力
構
造
の
変
更
を
試
み
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
五
・
一
六
重
車
ア
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
挫
折
し
、
軍
事
政
権
の
下
で
の
第
五
次
憲
法

改
正
（
’
九
六
二
年
）
は
、
大
扶
廼
頑
を
直
接
選
出
す
ゑ
々
法
へ
の
変
更
、
さ
ら
に
第
六
次
憲
法
改
正
（
一
九
六
九
年
）
で
は
、
大
統
領
の

任
期
を
三
期
ま
で
許
容
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
、
朴
正
煕
政
権
の
長
期
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
第
七
次
憲
法
改
正
二
九
七
二
年
）
は
、
大
統
領
を
「
統
一
主
体
国
民
会
議
」
に
お
い
て
選
出
す
る
い
わ
ゆ
る
間
接
選
挙
の

導
入
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
、
第
八
次
憲
法
改
正
二
九
八
○
年
）
で
は
こ
れ
を
選
挙
人
団
に
よ
る
間
接
選
挙
に
拡
大
さ
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
権
威
主
義
体
制
の
政
権
延
長
策
の
性
格
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
憲
法
改
正
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
憲
法
改
正
の
時
代
に
終

止
符
を
打
っ
た
の
が
、
一
九
八
七
年
の
第
九
次
憲
法
改
正
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
改
正
は
憲
法
全
文
を
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
取
り
替
え
る

も
の
で
あ
り
、
大
統
領
の
国
民
に
よ
る
直
接
選
挙
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
韓
国
に
お
け
る
大
統
領
の
初
仕
事
は
「
就
任
宣
誓
」
と
国
民
に
対
す
る
「
就
任
演
説
」
で
あ
る
が
、
韓
国
の
憲
法
第
六
九
条
は
、

そ
の
大
統
領
の
義
務
を
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
就
任
宣
誓
で
は
、
「
私
は
憲
法
を
遵
守
し
、
国
家
を
保
術

す
る
と
と
も
に
、
祖
国
の
平
和
的
な
統
一
と
国
民
の
自
由
と
福
利
の
増
進
及
び
民
族
文
化
の
創
達
に
努
力
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
大
統
領

と
し
て
の
責
任
を
誠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
を
国
民
の
前
で
厳
粛
に
宣
誓
し
ま
す
。
」
と
誓
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
韓

国
の
憲
法
に
お
け
る
大
統
領
（
第
四
章
第
一
節
）
に
関
す
る
権
限
と
義
務
に
つ
い
て
、
憲
法
第
六
六
条
は
大
統
領
の
地
位
に
つ
い
て
、

「
大
統
領
は
、
国
家
の
元
首
で
あ
り
、
外
国
に
対
し
国
家
を
代
表
す
る
。
国
家
の
独
立
・
領
土
の
保
全
、
国
家
の
継
続
性
と
憲
法
を
守
る
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責
務
を
負
う
（
憲
法
第
六
六
条
の
二
）
。
祖
国
の
平
和
統
一
の
た
め
の
誠
実
な
義
務
を
負
う
（
憲
法
第
六
六
条
の
三
）
。
行
政
権
は
、
大
統

領
を
首
班
と
す
る
政
府
に
属
す
る
（
憲
法
法
第
六
六
条
の
四
）
。
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
大
統
領
の
選
出
は
、
国
民
の
普
通
・
平
等
・
直

接
・
秘
密
選
挙
に
よ
り
選
出
（
憲
法
第
六
七
条
）
さ
れ
、
こ
の
直
接
選
挙
に
お
い
て
最
高
得
票
者
が
二
人
以
上
の
時
は
、
国
会
の
在
籍
議

員
過
半
数
の
出
席
の
公
開
会
議
に
お
い
て
多
数
票
を
得
た
も
の
を
当
選
者
と
す
る
（
憲
法
第
六
七
条
の
二
）
。
大
統
領
候
補
者
が
一
人
の

時
は
、
そ
の
得
票
数
が
選
挙
権
者
総
数
の
三
分
の
一
以
上
で
な
け
れ
ば
大
統
領
と
し
て
当
選
で
き
な
い
（
憲
法
第
六
七
条
の
三
）
。
大
統

領
と
し
て
選
挙
で
き
る
者
は
、
国
会
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
し
て
お
り
、
選
挙
日
現
在
に
四
○
歳
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
憲
法
第

六
七
条
の
四
）
。
大
統
領
の
選
挙
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
法
律
で
定
め
る
（
憲
法
第
六
七
条
の
五
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法

第
六
八
条
に
お
い
て
は
、
「
大
統
領
の
任
期
が
満
了
す
る
時
は
、
任
期
満
了
七
○
日
な
い
し
四
○
日
前
に
、
後
任
者
を
選
挙
す
る
。
」
と
し
、

大
統
領
が
欠
位
さ
れ
た
時
ま
た
は
大
統
領
当
選
者
が
死
亡
ま
た
は
判
決
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
時
は
、
六
○
日
以

内
に
後
任
者
を
選
挙
す
る
（
憲
法
第
六
八
条
の
二
）
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

大
統
領
の
任
期
は
五
年
と
し
、
重
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
憲
法
第
七
○
条
）
と
し
、
大
統
領
が
欠
位
ま
た
は
事
故
に
よ
り
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
は
、
国
務
総
理
、
法
律
が
定
め
た
国
務
委
員
の
順
序
で
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
（
憲
法
第
七
一
条
）
。
大

統
領
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
七
二
条
に
お
い
て
、
「
大
統
領
は
、
必
要
と
認
め
る
時
は
、
外
交
・
国
防
・
統
一
そ
の
他
国
家
安
全

（
原
典
は
、
安
危
）
に
関
す
る
重
要
な
政
策
を
国
民
投
票
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
ほ
か
、
条
約
を
締
結
・
批
准
し
、
外
交
使
節
を
信

任
・
受
け
入
れ
ま
た
は
派
遣
し
、
宣
戦
布
告
と
講
和
を
行
う
（
憲
法
第
七
三
条
）
。
ま
た
、
憲
法
と
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
軍

を
統
師
す
る
（
憲
法
第
七
四
条
）
。
国
軍
の
組
織
と
編
成
は
、
法
律
で
定
め
る
（
憲
法
七
四
条
の
二
）
。

そ
の
上
、
憲
法
第
七
五
条
に
お
い
て
は
、
「
大
統
領
は
、
法
律
に
お
い
て
具
体
的
に
範
囲
を
定
め
委
任
を
受
け
る
事
項
と
法
律
を
執
行

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

八
九
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九
○

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
し
て
大
統
領
〈
祠
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
て
お
り
、
大
統
領
は
、
「
内
憂
・
外
患
・
天
災
・
地

変
ま
た
は
重
大
な
財
政
・
経
済
上
の
危
機
に
お
い
て
国
家
の
安
全
保
障
ま
た
は
公
共
の
秩
序
宏
幸
掌
を
維
持
す
る
た
め
に
緊
急
に
必
要
で
あ

り
、
国
会
の
集
会
を
待
つ
余
裕
の
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
最
小
限
に
必
要
な
財
政
・
経
済
上
の
処
分
ま
た
は
こ
れ
に
関
す
る
法
律
の
効
力

を
有
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
憲
法
第
七
六
条
）
・
「
大
統
領
は
、
国
家
の
安
全
に
関
連
す
る
重
大
な
交
挫
熱
状
態
に
お
い
て

国
家
を
保
術
す
る
た
め
に
緊
急
に
必
要
で
あ
り
、
国
会
の
集
会
が
不
可
能
な
時
に
限
っ
て
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
命
令
を
発
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
」
（
憲
法
第
七
六
条
二
）
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
「
大
統
領
は
、
第
一
項
と
第
二
項
の
処
分
ま
た
は
命
令
を
し

た
時
に
は
、
直
ち
に
国
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
憲
法
第
七
六
条
の
三
）
、
「
第
三
項
の
承
認
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
時
に
は
、
そ
の
処
分
ま
た
は
命
令
は
そ
の
時
か
ら
効
力
を
喪
失
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
命
令
に
よ
り
改
正
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た
法
律
は
、
そ
の
命
令
が
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
時
か
ら
、
当
然
な
が
ら
効
力
を
回
復
す
る
。
」
（
憲
法
第
七
六
条
の

四
）
、
「
大
統
領
は
、
第
三
項
と
第
四
項
の
事
霜
由
を
直
ち
に
公
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
憲
法
第
七
六
条
の
五
）
と
そ
の
行
使
に
つ
い

て
の
立
法
統
制
を
定
め
て
い
る
。

国
家
非
賞
坐
事
態
に
関
し
て
は
、
憲
法
第
七
七
条
に
お
い
て
、
「
大
統
領
は
、
戦
時
・
事
変
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る
国
一
手
非
常
歯
｝
態
に
お

い
て
兵
力
と
し
て
璽
車
了
上
の
必
要
に
応
じ
、
公
共
の
秩
序
聾
委
寧
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
時
は
、
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
戒
厳
を

宣
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
、
そ
の
「
戒
厳
は
、
非
常
威
厳
と
警
備
戒
厳
と
す
る
。
」
（
憲
法
第
七
七
条
の
二
）
、
「
非
常
戒
厳
が
宣

布
さ
れ
た
時
は
、
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
状
制
度
、
言
論
・
出
版
・
集
会
・
結
社
の
自
由
、
政
府
ま
た
は
法
院
の
権
限
に
関
し

て
特
別
な
措
圃
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
憲
法
第
七
七
条
の
三
）
と
す
る
一
方
、
「
戒
厳
を
宣
布
し
た
時
に
は
大
統
領
は
直
ち
に
国
会

に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
恵
法
第
七
七
条
の
四
）
、
「
国
会
が
在
籍
議
員
過
半
数
の
賛
成
で
戒
厳
の
解
除
を
要
求
す
る
時
は
、
犬
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て
い
る
。

大
統
領
の
選
挙
の
は
じ
ま
り
は
、
一
九
四
八
年
の
七
月
二
○
日
に
行
わ
れ
た
第
一
代
選
挙
で
あ
る
が
、
当
時
は
国
会
に
お
い
て
の
国
会

議
員
に
よ
る
間
接
選
挙
で
あ
っ
た
。
政
権
や
政
治
状
況
に
よ
っ
て
直
接
・
間
接
選
挙
を
繰
り
返
し
た
大
統
領
の
選
出
が
定
着
す
る
の
は
、

民
主
化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
軍
事
政
権
に
よ
る
権
威
主
義
体
制
の
中
で
政
権
延
長
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
間
接

選
挙
制
度
が
一
九
八
七
年
の
民
主
化
に
よ
り
、
国
民
に
よ
る
大
統
領
の
直
接
選
挙
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
直
接
選
挙
制
度
の
導

（
８
）
 

入
こ
そ
、
民
主
化
運
動
の
最
大
の
成
果
で
あ
っ
た
。
表
一
は
、
政
府
樹
立
以
降
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

九
一

統
領
は
こ
れ
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
憲
法
第
七
七
条
の
五
）
も
同
時
に
定
め
て
い
る
。

大
統
領
は
、
「
憲
法
と
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
務
員
を
任
免
す
る
。
」
（
恵
法
第
七
八
条
）
こ
と
が
で
き
、
「
法
律
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
赦
免
・
減
刑
ま
た
は
復
権
を
命
ず
る
こ
と
」
（
憲
法
第
七
九
条
）
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
一
般
赦
免
を
命
ず
る
た
め
に

は
国
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
憲
法
第
七
九
条
の
三
ほ
か
、
「
赦
免
・
減
刑
及
び
復
権
に
関
す
る
事
項
は
法
律
で
定
め

る
。
」
（
憲
法
第
七
九
条
の
三
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
大
統
領
は
、
「
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
を
授
与
す

る
。
」
（
憲
法
第
八
○
条
）
こ
と
が
で
き
、
「
国
会
に
出
席
し
、
発
言
し
、
書
簡
で
意
見
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
懸
法
第
八
一
条
）

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
憲
法
第
八
二
条
で
は
、
「
大
統
領
の
国
法
上
の
行
為
は
文
書
で
行
い
、
こ
の
文
書
に
は
国
務
総
理
と
国
務

委
員
が
副
署
す
る
。
軍
事
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
」
と
規
定
す
る
一
方
、
同
第
八
三
条
で
は
、
「
大
統
領
は
、
国
務
総
理
・
国
務
委

員
・
行
政
各
部
の
長
そ
の
他
法
律
が
定
め
る
公
私
の
職
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
兼
職
禁
止
を
定
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
権
限
と
義
務
を
負
う
大
統
領
は
、
「
内
乱
ま
た
は
外
乱
の
罪
を
犯
し
た
場
合
を
除
き
、
在
職
中
刑
事
上
の
訴
追
を
受
け
な

い
。
」
（
憲
法
第
八
四
条
）
と
と
も
に
、
「
前
職
大
統
領
の
身
分
と
礼
遇
に
関
し
て
は
、
法
律
で
定
め
る
。
」
（
憲
法
第
八
五
条
）
を
規
定
し
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歴代大統領趣挙結果

lff□’ 
法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

［ ［ 「

百万雨万一「〔

(庄一）四代の大統領選挙は，一九六○年三月一五日に行われた選挙において不正が発覚，

その後李承晩政梱の崩壊につながり，同年八月一二日に再選準が行われた．一四代以降が民

間選出大統領（民週大統領）である．

(出典）中央選挙管理委貝会資料（二○○七）

会
で
あ
る
。
こ
の
中
央
選
挙
管
理
委

員
会
は
、
憲
法
第
一
一
四
条
の
規
定

に
よ
り
選
挙
と
国
民
投
票
の
公
正
な

管
理
及
び
政
党
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
た
め
に
設
圃
さ
れ
た
国
家
機

関
と
し
て
、
国
会
・
政
府
（
行
政

府
）
・
法
院
・
憲
法
裁
判
所
と
と
も

に
設
置
さ
れ
る
独
立
し
た
合
議
制
の

迩
法
機
関
で
あ
る
。
こ
の
中
央
選
挙

管
理
委
員
会
の
最
大
の
特
徴
は
、
中

立
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
九
六
○
年

三
月
一
五
日
の
不
正
選
挙
に
対
す
る

反
省
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、

第
三
共
和
国
第
五
次
憲
法
改
正
二

の
機
関
で
あ
る
中
央
選
挙
管
理
委
員

大
統
領
選
挙
の
所
管
は
、
懲
法
上

九

区分 選挙日 遡挙方法 Iii補者散 当選者 政党 投鳳率 得票数 得蝋21K

１６代 02/12/1９ 直接遇出 ７ 威武絃 新しい千年民主党 70.8 12,014,277 48.9 

１５代 97/12/1８ 直接週出 ７ 金大中 国民会醗 80.7 10,326,275 40.3 

１４代 92/12/1８ 直接選出 ８ 金泳三 民主自由党 81.9 90977,332 42.0 

１３代 87/１２/1６ 直接選出 ８ 虚泰愚 民主正義党 89.2 802820738 36.6 

１２代

11代

10代

９代

８代

７代

６代

５代

81/02/2５ 

80/8/2７ 

79/12/0６ 

78/7/0６ 

72/12/2３ 

71/4/2７ 

67/5/0３ 

63/10/1５ 

間接選出

(大統領週挙人団）

間接通山

(統一主

体国民会

蝋）

１ 

直接週出

【Ｉ

７ 

７ 

全斗煥

崔辛夏

朴正煕

民主正義党

無所属

民主共和党

100 

1００ 

100 

100 

79.8 

83.6 

85.0 

2524 

2465 

2577 

2357 

6,3｣12,828 

5,688,666 

4,702,640 

53.2 

51.4 

46.6 

4代

3代

2代

1代

60/8/1２ 

60/3/1５ 

56/5/1５ 

52/8/0５ 

48/7/2０ 

国会週出

直接遡出

国会iEDILH

２ 

３ 

４ 

３ 

尹潜善

李承晩

民主党

自由党

97.0 

94.4 

88.1 

9,6330376 

5,0460437 

5,2380769 

180 

100 

70.0 

74.6 

923 
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中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
『
韓
国
窟
法
』
・
『
公
職
選
挙
法
』
・
『
地
方
教
育
自
治
に
関
す
る
法
律
』
な
ど
に
根
拠
し
、
①
大
統
領
選
挙
、

国
会
議
員
選
挙
、
地
方
自
治
団
体
長
選
挙
（
市
・
道
知
事
、
市
長
・
郡
守
・
自
治
区
庁
長
）
、
地
方
議
会
議
員
選
挙
（
市
・
道
議
員
、
市

議
員
・
郡
議
員
・
自
治
区
議
員
）
及
び
教
育
委
員
・
教
育
監
選
挙
に
関
す
る
候
補
者
の
登
録
及
び
投
票
・
開
票
な
ど
選
挙
手
続
き
に
関
す

る
事
務
、
②
選
挙
費
用
制
限
額
な
ど
の
管
理
、
③
選
挙
法
違
反
行
為
の
監
視
．
取
締
り
業
務
な
ど
を
主
な
機
能
と
し
て
い
る
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
委
員
長
・
常
任
委
員
・
委
員
と
し
、
大
統
領
が
任
命
す
る
三
人
、
国
会
が
任
命
す
る
三
人
、
大
法
院
長
が

指
名
す
る
三
人
の
計
九
人
で
構
成
さ
れ
る
。
委
員
の
任
期
は
、
六
年
で
あ
り
、
委
員
は
国
会
の
聴
聞
会
を
経
て
、
任
命
・
選
出
ま
た
は
指

名
さ
れ
、
委
員
長
と
常
任
委
員
は
委
員
の
中
か
ら
互
選
し
、
大
法
官
が
委
員
長
に
選
出
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。

中
立
性
を
保
っ
て
い
る
。

九
六
一
一
年
一
一
一
月
一
一
六
日
）
に
よ
り
、
一
九
六
三
年
一
月
二
一
日
に
憲
法
が
定
め
る
行
政
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
職
務
の
遂
行
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
の
た
め
に
、
各
級
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
の
任
期
及
び
身
分
を

憲
法
と
法
律
に
従
い
厳
格
に
規
定
し
て
お
り
、
職
務
遂
行
に
お
い
て
の
い
か
な
る
干
渉
や
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法
と

法
律
の
定
め
に
よ
り
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
単
独
決
定
機
関
で
は
な
い
合
議
制

の
意
思
決
定
の
委
員
会
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
委
員
会
の
構
成
に
お
い
て
も
国
会
及
び
法
院
か
ら
の
推
薦
や
法
官
、
弁
護
士
、
教
育
者
な

ど
、
中
立
的
で
社
会
的
信
望
の
厚
い
人
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
委
員
は
特
定
の
政
党
へ
の
加
入
や
政
治
活
動
へ
の
関
与
が
禁
止
さ
れ
、

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

九
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大
統
領
選
挙
は
、
現
職
大
統
領
の
任
期
満
了
七
○
日
前
の
最
初
の
水
暇
曰
に
行
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
選
挙
運
動
期
間
は
候
補
者

登
録
後
の
翌
日
か
ら
投
票
日
ま
で
の
二
三
日
間
で
あ
る
。
選
挙
権
は
、
投
票
日
現
在
、
満
一
九
歳
以
上
の
者
で
、
次
の
一
に
該
当
す
る
者

は
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
『
公
職
選
挙
法
』
第
十
八
条
）
。
す
な
わ
ち
、
①
禁
治
産
者
、
②
禁
固
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受
け

て
そ
の
執
行
が
終
了
し
て
い
な
い
ま
た
は
そ
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
者
、
③
選
挙
犯
弓
公
職
選
挙
法
』
第
一

八
条
の
飼
則
関
連
罪
・
『
国
民
投
票
法
』
違
反
の
罪
を
犯
し
た
者
）
、
『
政
治
資
金
法
』
の
第
四
五
条
（
政
治
資
金
不
正
収
賄
罪
）
及
び
第

四
九
条
（
選
挙
費
用
関
連
違
反
行
為
に
関
す
る
罰
則
）
に
規
定
さ
れ
た
罪
を
犯
し
た
者
、
④
大
統
領
・
国
会
議
員
・
地
方
議
会
議
員
・
地

方
自
治
団
体
の
長
と
し
て
そ
の
在
任
中
に
職
務
と
関
連
し
『
刑
法
』
ｓ
特
定
犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す
る
法
律
』
第
二
条
に
よ
り
加
重
処

罰
さ
れ
る
場
合
も
含
む
。
）
第
一
一
一
九
条
（
収
賄
、
事
前
収
賄
）
な
い
し
第
一
三
一
一
条
（
斡
旋
収
賄
）
、
『
特
定
犯
罪
加
重
処
罰
等
に
関
す

る
法
律
』
第
三
条
（
斡
旋
収
賄
）
に
規
定
さ
れ
た
罪
を
犯
し
た
者
で
、
’
○
○
万
ウ
ォ
ン
以
上
の
罰
金
刑
の
宣
告
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確

定
さ
れ
た
後
五
年
ま
た
は
刑
の
執
行
猶
予
の
宣
告
を
受
け
て
そ
の
刑
が
確
定
し
た
後
一
○
年
を
経
過
し
て
い
な
い
、
懲
役
刑
の
宣
告
を
受

け
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
確
定
し
た
後
ま
た
は
そ
の
刑
の
執
行
が
終
了
ま
た
は
免
除
さ
れ
た
後
一
○
年
を
経

過
し
て
い
な
い
者
（
刑
が
失
効
さ
れ
た
者
も
含
む
。
）
、
⑤
法
院
の
判
決
ま
た
は
他
の
法
律
に
よ
り
選
挙
権
が
停
止
ま
た
は
喪
失
し
た
者
、

な
ど
で
あ
る
。

被
選
挙
権
は
、
選
挙
日
現
在
五
年
以
上
国
内
に
居
住
し
て
い
る
四
○
歳
以
上
の
国
民
と
し
、
公
務
に
よ
り
外
国
に
派
遣
さ
れ
た
期
間
と

二
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
の
制
度
的
概
要

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

九
四
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国
内
に
住
所
を
置
き
一
定
期
間
外
国
に
滞
在
し
て
い
る
期
間
は
国
内
居
住
期
間
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
次
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ

の
限
り
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
①
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
、
②
禁
固
以
上
の
刑
を
受
け
、
そ
の
刑
が
失
効
さ
れ
て
い
な
い
者
、
③
法
院

の
判
決
ま
た
は
他
の
法
律
に
よ
り
被
選
挙
権
が
停
止
ま
た
は
喪
失
さ
れ
た
者
、
で
あ
る
。

大
統
領
選
挙
の
候
補
者
と
し
て
登
録
す
る
た
め
に
は
推
薦
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
推
薦
に
は
「
政
党
推
薦
」
と
「
選
挙
権
者
推
薦
」

を
並
行
し
て
採
択
す
る
。
ま
ず
、
政
党
推
薦
の
場
合
、
各
政
党
は
公
職
選
挙
に
お
い
て
そ
の
所
属
党
員
を
候
補
者
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と

が
で
き
、
選
挙
権
者
推
薦
の
場
合
は
、
五
つ
の
市
・
道
に
分
け
、
一
つ
の
市
・
道
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
権
者
の
数
を
五
○
○
人

以
上
と
し
、
約
二
、
五
○
○
人
か
ら
五
、
○
○
○
人
ま
で
と
し
て
い
る
。

候
補
者
の
記
号
に
つ
い
て
は
、
候
補
者
登
録
締
切
り
日
現
在
、
国
会
に
議
席
を
有
す
る
政
党
は
多
数
の
議
席
順
に
、
無
議
席
の
政
党
は

ア
イ
ゥ
ェ
オ
順
に
、
無
所
属
の
候
補
者
の
氏
名
は
ア
イ
ウ
ェ
オ
順
に
決
め
、
各
一
・
二
・
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
会
に
五
議
席
以
上
の

所
属
地
域
区
国
会
議
員
を
有
す
る
政
党
や
前
回
の
大
統
領
選
挙
、
比
例
代
表
国
会
議
員
選
挙
ま
た
は
比
例
代
表
地
方
議
会
議
員
選
挙
に
お

い
て
全
国
の
有
効
投
票
者
数
の
一
○
○
分
の
三
以
上
を
得
票
し
た
政
党
と
し
て
国
会
に
議
席
を
保
有
し
て
い
る
政
党
は
全
国
的
に
統
一
さ

れ
た
記
号
を
付
与
す
る
。
投
票
時
間
は
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
一
二
時
間
で
あ
り
、
投
票
は
投
票
参
観
人
の
参
観
の
も
と
で
、

投
票
箱
な
ど
の
異
常
有
無
の
検
査
の
後
、
開
始
さ
れ
る
。
投
票
の
順
序
は
、
投
票
所
入
所
、
選
挙
人
名
簿
に
よ
る
本
人
可
否
の
確
認
、
投

票
用
紙
の
受
領
、
記
入
、
そ
し
て
投
票
箱
へ
の
投
函
、
退
所
の
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
身
分
証
明
書
が
な
け
れ
ば
投
票
で
き
な

い
た
め
住
民
登
録
証
、
旅
券
、
運
転
免
許
証
、
公
務
員
証
ま
た
は
公
共
機
関
が
発
行
し
た
障
害
者
登
録
証
、
（
国
家
）
資
格
証
な
ど
の
う

ち
、
一
つ
は
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
票
時
間
の
終
了
は
、
投
票
管
理
官
に
よ
り
投
票
締
切
り
時
間
（
午
後
六
時
）
に
投
票
終
了

を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
後
は
、
参
観
人
の
参
観
・
確
認
の
も
と
で
投
票
箱
の
鍵
を
か
け
、
投
票
管
理
官
は
候
補
者
別
に
選
定
し

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

九
五
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れ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

九
六

た
投
票
参
観
人
一
人
（
一
○
人
を
超
え
る
と
き
に
は
抽
選
で
一
○
人
を
選
定
）
と
警
察
官
二
人
を
目
樺
庁
し
、
投
票
箱
及
び
関
係
書
類
を
管

轄
の
区
・
市
・
郡
委
員
長
に
引
き
渡
す
こ
と
に
な
る
。
開
票
手
続
き
は
、
投
票
区
別
に
投
票
箱
の
異
常
有
無
を
確
認
し
た
上
、
投
票
箱
を

開
け
、
有
効
・
無
効
の
区
別
（
開
票
機
に
よ
る
開
票
も
含
む
。
）
を
行
い
、
候
補
者
別
の
得
票
が
集
計
さ
れ
、
公
表
さ
れ
る
。

当
選
者
の
緬
墜
正
に
つ
い
て
は
、
有
効
投
票
の
多
数
を
得
た
候
補
者
を
当
選
人
と
し
て
決
定
し
、
こ
れ
を
国
会
議
長
に
通
知
す
る
（
た
だ

し
、
候
補
者
が
一
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
得
票
数
が
選
塞
牟
鱈
言
総
数
の
三
分
の
一
以
上
に
達
し
た
場
合
、
当
選
人
と
決
定
す
る
）
。
最
高

得
西
至
白
が
二
人
以
上
の
と
き
は
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
の
通
知
に
よ
り
、
国
会
は
在
籍
議
員
の
過
半
数
の
出
席
と
公
開
会
議
に
お
い
て

多
数
票
を
得
た
候
補
者
を
当
選
人
と
し
て
決
定
す
る
。

他
方
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
政
党
及
び
候
補
者
が
法
定
上
の
選
挙
運
動
の
た
め
に
、
一
人
当

た
り
の
選
挙
費
用
制
限
額
と
し
て
四
六
五
億
九
、
三
○
○
万
ウ
ォ
ン
を
公
告
し
た
。
今
回
の
大
統
領
選
挙
の
選
窒
費
用
制
限
顎
は
、
二
○

○
六
年
一
一
月
二
八
日
現
在
の
全
国
の
人
口
（
四
、
九
○
四
万
四
、
一
一
一
一
一
一
三
人
）
に
九
五
○
ウ
ォ
ン
を
か
け
た
金
額
で
あ
り
、
前
回
の
第
一
六

代
大
統
領
選
挙
の
一
一
一
四
一
億
八
、
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
よ
り
一
一
一
四
億
一
、
一
一
一
○
○
万
ウ
ォ
ン
が
増
加
し
、
約
一
一
一
六
、
三
％
の
伸
び
率
を
示
し

た
。
こ
う
し
た
選
挙
費
用
の
大
幅
な
増
加
の
理
由
と
し
て
は
、
前
回
の
選
挙
で
は
選
挙
ポ
ス
タ
ー
、
小
型
印
刷
物
、
新
聞
・
放
送
広
告
、

候
補
者
放
送
演
説
、
政
党
・
健
補
者
演
説
会
な
ど
の
選
挙
運
動
の
項
目
ご
と
に
そ
の
費
用
を
産
出
し
た
の
に
対
し
、
今
回
は
二
○
○
四
年

三
月
の
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
り
全
国
の
人
口
数
に
よ
る
総
額
算
出
方
式
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
そ
の
増
加
の
最
大
要
因
と
し
て
挙
げ
ら

ま
た
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
で
は
募
金
制
度
が
は
じ
め
て
導
入
さ
れ
、
大
統
領
選
挙
者
予
備
選
候
補
者
後
援
会
は
、
選
挙
費
用
制
限
額

の
五
％
に
当
た
る
二
一
一
一
億
九
六
五
万
ウ
ォ
ン
ま
で
後
援
金
を
募
金
す
る
こ
と
が
で
き
、
後
援
者
は
他
の
後
援
会
を
含
め
年
間
二
、
○
○
○
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万
ウ
ォ
ン
を
超
過
し
な
い
範
囲
内
で
、
一
人
の
大
統
領
選
挙
候
補
者
後
援
会
に
一
、
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
以
内
の
後
援
金
を
寄
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
候
補
者
は
、
公
告
さ
れ
た
選
挙
費
用
制
限
金
額
を
超
過
し
て
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
選
挙
費
用
支
出

と
関
連
し
、
選
挙
費
用
制
限
額
の
二
○
○
分
の
一
以
上
を
支
出
し
た
嫌
疑
で
選
挙
事
務
所
の
長
ま
た
は
選
挙
事
務
所
の
会
計
責
任
者
が
懲

役
刑
ま
た
は
三
○
○
万
ウ
ォ
ン
以
上
の
罰
金
刑
の
宣
告
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
候
補
者
の
当
選
は
無
効
と
な
る
。
選
挙
費
用
に
は
、
予

備
候
補
者
の
選
挙
運
動
費
用
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
予
備
候
補
者
登
録
時
に
会
計
責
任
者
と
政
治
資
金
の
収
入
・
支
出
の
た
め
の
預
金

口
座
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
予
備
候
補
者
は
本
人
の
財
産
を
政
治
資
金
と
し
て
支
出
す
る
場
合
を
含
む
、
す
べ
て
の
収
入
と
支
出

を
選
挙
管
理
委
員
会
に
申
告
し
た
会
計
責
任
者
と
預
金
口
座
を
通
じ
て
の
み
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
今

回
の
大
統
領
選
挙
を
お
金
の
か
か
ら
な
い
ク
リ
ー
ン
な
選
挙
を
目
指
し
、
予
備
候
補
者
の
段
階
か
ら
選
挙
費
用
に
関
連
す
る
資
料
を
収
集

す
る
一
方
、
不
法
な
政
治
資
金
に
対
し
て
は
金
融
取
引
資
料
の
提
出
要
求
権
な
ど
、
調
査
権
限
を
最
大
限
に
活
用
し
、
積
極
的
に
対
処
し

他
方
、
選
挙
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
前
回
の
大
統
領
選
挙
（
第
一
六
代
）
で
は
、
公
式
選
挙
期
間
の
開
始
と
と
も
に
世
論
調
査
の
結
果

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
は
選
挙
日
六
曰
前
（
一
二
月
一
三
日
）
ま
で
は
世
論
調
査
の
結
果
を
公
開
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
選
挙
権
の
年
齢
が
満
二
○
歳
か
ら
満
一
九
歳
に
変
更
さ
れ
、
今
年
の
選
挙
で
は
約
六
○
万
人
が
選
挙
権
を

行
使
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
『
政
治
資
金
法
』
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
不
法
選
挙
資
金
の
通
路
と
し
て
指
摘
を
受
け
て
い

た
党
中
央
及
び
党
市
・
道
後
援
会
が
廃
止
さ
れ
た
。

そ
の
ほ
か
、
候
補
者
は
候
補
者
自
身
が
開
設
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
、
常
時
的
な
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
公
式
な
選
挙
期
間
の
開
始
と
と
も
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
告
も
可
能
に
な
っ
た
。
候
補
者
は
、
公
開
場
所
に
お
い

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

九
七

す
る
一
方
、
不
法
な
弘

て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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韓
国
に
お
け
る
大
統
領
選
挙
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
選
挙
状
況
を
め
ぐ
る
離
合
集
散
の
政
治
行
動
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
の
民
主

化
以
降
、
四
回
目
の
直
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
の
選
挙
を
控
え
、
与
党
の
「
ヨ
リ
ン
ウ
リ
党
」
（
以
下
、
開
か
れ
た
ウ
リ
党
で
表
記
）
と

野
党
で
あ
る
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」
の
候
補
者
選
び
が
進
め
ら
れ
、
各
党
の
中
で
は
予
備
選
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
、
野
党
の
予
備
選
に

お
い
て
不
利
と
な
っ
た
候
補
者
が
離
党
し
、
与
党
に
入
党
す
る
こ
と
や
予
備
選
を
経
な
い
で
選
挙
戦
後
半
に
な
っ
て
立
候
補
を
表
明
す
る

な
ど
混
乱
ぶ
り
が
際
立
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
選
挙
前
の
第
一
七
代
国
会
の
構
成
（
計
、
二
九
九
議
席
、
二
○
○
四
年
五
月
一
一
九
日

現
在
）
は
、
政
権
与
党
の
「
開
か
れ
た
ウ
リ
党
（
与
党
）
」
は
一
五
二
（
比
例
二
三
を
含
む
、
以
下
同
）
、
野
党
の
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」
が
一

二
一
（
比
例
二
一
）
、
「
民
主
労
働
党
」
が
一
○
（
比
例
八
）
、
「
民
主
党
」
が
九
（
比
例
四
）
、
「
自
由
民
主
連
合
」
（
自
民
連
）
が
四
（
比

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

九
八

て
支
持
を
訴
え
る
路
上
演
説
も
許
容
さ
れ
、
行
政
単
位
で
あ
る
邑
・
面
・
洞
に
候
補
者
ご
と
一
個
の
選
挙
用
看
板
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
前
回
で
は
公
営
放
送
社
が
共
同
で
主
催
し
た
放
送
討
論
会
を
今
回
は
中
央
選
挙
委
員
会
が
主
管
し
、
三
回

の
公
開
（
テ
レ
ビ
）
討
論
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
、
主
要
候
補
者
は
合
同
討
論
会
へ
の
義
務
が
果
た
さ
れ
た
。
前
回
は
、
選
挙
期
間

中
に
お
け
る
郷
友
会
・
同
窓
会
な
ど
の
集
い
を
す
べ
て
禁
止
し
た
が
、
今
回
は
集
い
の
開
催
そ
の
も
の
は
可
能
と
な
っ
た
も
の
の
、
前
回

同
様
、
選
挙
運
動
を
目
的
と
し
た
行
事
や
食
事
の
提
供
な
ど
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
候
補
者
登
録
の
際
の
寄
託
金
に
つ
い

て
、
公
式
な
候
補
者
登
録
に
必
要
な
五
億
ウ
ォ
ン
の
寄
託
金
は
従
前
に
お
い
て
一
五
％
以
上
の
得
票
者
の
み
に
全
額
返
還
さ
れ
た
が
、
今

回
か
ら
は
得
票
率
一
○
～
一
五
％
未
満
の
候
補
者
に
も
そ
の
半
額
（
五
○
％
）
が
返
還
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
進
歩
の
分
裂
と
選
挙
争
点
の
埋
没
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表二一(－）第一七代国会の櫛成（2004年５月２９日現在）

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

■■■■■■■囮
Ｉｐｐ 

表二一(二）交渉団体別議員数（2007年８月６日現在）

１０７ 

例
な
し
）
、
｜
「
国
民
統
合
二
一
」
が
一
、

そ
の
他
の
「
無
所
属
」
二
で
あ
っ
た

が
、
大
統
領
選
挙
を
半
年
前
に
控
え

た
二
○
○
七
年
の
八
月
に
は
、
ハ
ン

ナ
ラ
党
が
一
二
八
（
比
例
二
一
）
、

．
開
か
れ
た
ウ
リ
党
が
五
八
（
比
例
二

成昨
三
）
に
、
そ
し
て
新
党
の
「
中
途
統

泄
合
民
主
党
」
が
一
一
八
（
比
例
四
）
と

０
 

伽
し
て
開
か
れ
た
ウ
リ
党
か
ら
分
離
さ

料顎
れ
て
お
り
、
民
主
労
働
党
が
九
（
比

国
例
八
）
、
自
由
民
主
連
合
の
基
盤
を

にも
も
っ
た
国
民
中
心
党
が
五
（
比
例
な

とコ
し
）
、
一
一
議
席
で
あ
っ
た
無
所
属
が

ト
七
一
に
伸
び
て
い
る
。
こ
う
し
た
雛

一一表
党
・
新
党
結
成
、
無
所
属
へ
の
移
動

峰
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る

結
果
を
予
測
し
て
行
わ
れ
る
政
治
的

九
九

政党名 地域区 比例代表 計 備考（％）

開かれたウリ党（与党） 129 2３ 152 50.83 

ハンナラ党（野党） 100 2１ 1２１ 4０４６ 

民主労働党 ２ ８ 1０ 3．３４ 

民主党 ５ ４ ９ 3．０１ 

自由民主連合（自民連） ４ ０ ４ 1．３３ 

国民統合２１ １ ０ １ 0．３３ 

無所属 ２ ０ ２ 0．６６ 

計 243 5６ 299 100 

交渉団体／選挙区 地域区 比例代表 計 備考（％）

ハンナラ党（野党） 1０７ 2１ 128 42.81 

開かれたウリ党（与党） 3５ 2３ 5８ 19.40 

中途統合民主党 2４ ４ 2８ 9.36 

非交渉団体

民主労働党

国民中心党

無所属

１ 

５ 

７１ 

８ 

０ 

0 

９ 

５ 

7１ 

3.01 

Ｌ6７ 

23.75 

計 243 5６ 299 100 
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
○
○

行
動
の
結
果
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
流
動
的
状
況
は
選
挙
の
直
一
別
ま
で
続
い
た
。

こ
う
し
た
流
動
化
が
も
っ
と
も
深
刻
で
あ
っ
た
の
は
前
回
の
大
統
領
選
挙
（
第
一
六
代
）
、
総
選
挙
を
経
て
、
過
半
数
を
維
持
し
て
き

た
与
党
の
開
か
れ
た
ウ
リ
党
で
あ
っ
た
。
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
を
控
え
、
現
職
の
盧
武
鉱
大
統
領
の
人
気
に
陰
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
に
つ
れ
、
離
党
に
よ
り
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
と
な
っ
た
。
大
統
領
選
挙
を
半
年
後
に
控
え
た
二
○
○
七
年
の
八
月

現
在
の
政
党
別
国
会
議
員
の
勢
力
図
は
、
与
党
か
ら
無
一
画
属
に
な
っ
た
議
員
数
の
増
加
が
目
立
ち
、
離
合
集
散
の
失
態
が
明
確
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
与
党
離
れ
は
、
盧
武
舷
政
府
の
経
済
的
な
政
策
運
営
の
失
敗
が
も
た
ら
す
生
活
破
綻
の
深
刻
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
い

わ
ゆ
る
親
保
守
中
途
政
策
と
い
わ
れ
る
盧
武
鉱
政
府
の
国
政
運
営
能
力
の
限
界
が
意
味
す
る
も
の
あ
っ
た
。
韓
国
政
治
に
お
け
る
政
党
間

の
対
立
は
、
朴
正
煕
政
権
の
地
域
基
盤
を
土
台
と
す
る
保
守
系
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
金
大
中
・
慮
武
鉱
政
府
を
生
み
出
し
た
進
歩
系
（
革
新

系
）
に
よ
っ
て
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
金
鐘
泌
（
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ピ
ル
）
に
代
表
さ
れ
る
韓
国
の
中
部
の
忠
清
道
地
域
に
お
け

る
地
域
政
党
が
最
大
変
数
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
政
党
は
、
日
本
海
に
接
す
る
慶
尚

道
を
地
域
基
盤
と
す
る
保
守
系
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
、
中
国
側
（
黄
海
）
の
全
羅
道
を
地
域
基
盤
と
す
る
開
か
れ
た
ウ
リ
党
、
そ
し
て
中
部
の

国
民
中
心
党
に
よ
っ
て
大
き
く
分
割
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
の
労
働
組
合
が
基
盤
で
あ
る
民
主
労
働
党
な
ど
の
少
数
政
党
が
存
在
す
る
。

中
で
も
、
一
九
九
七
年
の
設
立
以
降
、
最
大
野
党
と
し
て
君
臨
し
、
大
統
領
選
挙
や
総
選
挙
に
お
い
て
強
い
力
を
形
成
し
て
き
た
ハ
ン
ナ

ラ
党
の
政
権
へ
の
復
帰
が
最
大
の
焦
点
で
あ
っ
た
。

野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
予
備
選
に
よ
り
始
ま
っ
た
政
権
選
択
へ
の
道
の
り
は
、
野
党
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
予
備
選
が
国
民
的
関
心
を
呼
び
起

こ
し
一
歩
リ
ー
ド
す
る
中
で
行
わ
れ
、
他
方
の
与
党
は
候
補
者
が
乱
立
す
る
中
で
の
予
備
選
が
国
民
的
な
関
心
と
は
か
け
離
れ
た
離
合
集

散
的
な
政
治
シ
ョ
ー
に
終
わ
り
、
選
挙
戦
の
構
図
は
、
野
党
が
リ
ー
ド
し
、
与
党
が
そ
れ
に
追
い
つ
く
形
と
な
っ
た
。
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二
○
○
七
年
の
八
月
二
○
日
に
ソ
ウ
ル
蚕
室
（
チ
ャ
ム
シ
ル
）
体
操
競
技
場
で
開
か
れ
た
党
大
会
に
お
い
て
故
朴
正
煕
大
統
領
の
長
女

で
あ
る
朴
謹
恵
（
パ
ク
・
ク
ン
○
氏
と
の
一
騎
打
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
大
統
領
公
認
候
補
を
選
ぶ
党
内
予
備
選
で
、

李
明
博
前
ソ
ウ
ル
市
長
は
、
八
万
一
○
八
四
票
を
得
票
し
、
七
万
八
六
三
二
票
を
得
た
朴
橦
恵
候
補
を
押
え
、
候
補
者
と
な
っ
た
。
そ
の

差
は
、
二
四
五
二
票
の
僅
差
で
あ
っ
た
。

こ
の
野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
予
備
選
の
結
果
、
李
明
博
氏
が
大
統
領
候
補
者
と
し
て
選
出
さ
れ
、
半
年
間
と
い
う
余
裕
の
あ
る
予
備
選
挙

戦
に
突
入
し
た
の
に
対
し
、
与
党
で
革
新
系
の
統
合
で
生
ま
れ
た
「
大
統
合
民
主
新
党
」
の
予
備
選
は
、
慮
武
絃
政
府
に
対
す
る
評
価
を

め
ぐ
る
党
内
勢
力
の
亀
裂
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
統
合
民
主
新
党
の
党
公
認
大
統
領
候
補
を
決
め
る
党
内
選
挙
進
出
者
に
、

九
人
の
候
補
者
が
立
候
補
し
、
選
挙
人
団
一
万
人
と
一
般
人
二
四
○
○
人
対
象
の
世
論
調
査
結
果
を
五
○
％
ず
つ
反
映
し
九
人
の
候
補
を

五
人
に
絞
る
党
内
予
備
選
挙
を
実
施
、
そ
の
結
果
、
孫
鶴
圭
（
ソ
ン
・
ハ
ク
キ
ュ
、
前
京
畿
道
知
事
）
、
鄭
東
泳
（
チ
ョ
ン
・
ド
ン
ョ
ン
、

元
統
一
部
長
官
）
、
李
海
チ
ャ
ン
（
イ
・
ヘ
チ
ャ
ン
、
元
首
相
）
、
柳
時
敏
（
１
．
シ
ミ
ン
、
前
保
健
福
祉
部
長
官
）
、
韓
明
淑
（
ハ
ン
・

ミ
ョ
ン
ス
ク
、
前
首
相
）
の
五
人
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
五
人
に
よ
る
予
備
選
が
行
わ
れ
、
鄭
東
泳
候
補
が
与
党
側
の
大
統
領
候

補
と
し
て
選
出
さ
れ
た
。
た
だ
同
党
は
、
国
政
運
営
失
敗
の
責
任
を
問
わ
れ
た
開
か
れ
た
ウ
リ
党
の
議
員
を
吸
収
す
る
な
ど
、
新
党
結
成

の
過
程
に
お
け
る
国
民
の
批
判
も
多
く
、
今
回
の
予
備
選
に
対
す
る
国
民
の
関
心
は
当
然
な
が
ら
低
く
、
予
備
選
の
当
日
の
投
票
率
は
、

台
風
の
影
響
に
よ
る
悪
天
候
も
重
な
っ
て
一
八
・
六
％
と
い
う
記
録
的
な
低
迷
ぶ
り
だ
っ
た
。

こ
の
予
備
選
に
先
立
っ
て
、
与
党
を
は
じ
め
と
す
る
進
歩
グ
ル
ー
プ
の
候
補
一
本
化
が
叫
ば
れ
、
二
○
○
七
年
六
月
に
は
「
開
か
れ
た

ウ
リ
党
」
か
ら
離
脱
し
た
一
部
と
「
民
主
党
」
の
一
部
が
統
合
し
、
「
中
道
改
革
統
合
新
党
」
が
、
ま
た
こ
の
「
中
道
改
革
統
合
新
党
」

が
「
民
主
党
」
と
「
大
統
合
民
主
新
党
」
（
二
○
○
七
年
八
月
）
に
分
裂
し
、
そ
の
後
再
び
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
開
か
れ
た
ウ
リ
党

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
○
一
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六
巻
第
一
号

一
○
二

に
残
さ
れ
た
一
部
が
統
合
し
た
「
統
合
民
主
党
」
（
二
○
○
七
年
一
一
口
Ⅱ
以
下
民
主
新
党
と
い
う
。
）
に
変
わ
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
選
挙
戦
の
中
盤
に
な
っ
て
、
文
国
現
（
創
造
韓
国
党
）
、
李
仁
済
（
民
主
党
）
、
沈
大
平
（
国
民
中
心
党
）
の
ほ
か
に
、
野

党
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
と
同
じ
支
持
基
盤
を
も
つ
李
会
昌
（
無
所
属
）
の
立
候
補
宣
言
が
相
次
ぎ
、
候
補
者
登
録
の
結
果
は
、
｜
二
人
が
乱
立

す
る
波
乱
模
様
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
国
民
的
人
気
の
あ
る
著
名
人
の
候
補
支
援
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ
副
会
長
で

あ
る
鄭
夢
準
氏
が
李
明
博
候
補
へ
の
支
援
を
発
表
し
注
目
を
集
め
た
ほ
か
、
国
民
中
心
党
の
沈
大
平
候
補
は
本
工
云
昌
候
補
へ
の
支
持
を
表

明
し
自
ら
の
立
候
補
を
撤
回
し
た
。
ま
た
、
進
歩
系
列
の
候
補
一
本
化
も
投
票
直
前
ま
で
進
め
ら
れ
た
も
の
の
一
本
化
に
は
至
ら
ず
、
分

裂
の
ま
ま
投
票
を
向
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
は
、
選
挙
そ
の
も
の
が
虚
武
絃
政
府
の
政
権
連
用
に
お
け
る
失
策
に
対
す
る
「
回
顧
的

投
票
（
『
の
（
『
。
②
己
の
２
ぐ
の
ぐ
。
（
旨
、
）
」
に
あ
り
、
経
済
再
生
と
い
う
保
守
的
フ
レ
ー
ム
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は

金
大
中
・
慮
武
舷
政
府
に
よ
る
進
歩
系
政
権
の
政
策
運
用
に
対
す
る
評
価
で
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
一
九
八
七
年
の
民
主
化
以
降
の
革

新
勢
力
の
改
革
に
対
す
る
評
価
で
も
あ
っ
た
。
「
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
執
着
に
よ
り
失
わ
れ
た
五
年
」
（
東
亜
日
報
、
○
七
・
二
・
一

○
）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
国
民
の
批
判
は
極
に
達
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
を
左
右
し
た
国
民
的
情
緒
は
、
慮
武
鉱

政
府
に
対
す
る
「
失
望
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
民
主
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
韓
国
民
主
主
義
の
実
験
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
過
去
に
お
い
て
韓
国
政
治
を
支
配
し
て
き
た
「
地
域
感
情
」
（
地
域
主
義
的
投
票
行
態
）
が
再
び
登
場
す

る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

慮
武
絃
政
府
は
、
民
主
化
の
過
程
に
お
い
て
カ
リ
ス
マ
性
の
政
治
家
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
韓
国
政
治
の
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
の
地
域
対

立
に
一
つ
の
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
出
（
身
地
と
政
治
基
盤
が
同
じ
で
あ
る
三
金
政
治
と
は
異
な
り
、
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対
立
し
て
き
た
地
域
の
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
支
持
基
盤
の
結
合
に
よ
る
混
合
的
組
み
立
て
の
可
能
性
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
り
、
地
域
基
盤

主
義
に
よ
る
政
治
対
立
の
限
界
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
成
長
の
影
で
集
団
上
京
な
ど
経
済
的
に

貧
し
い
生
活
環
境
か
ら
の
脱
皮
の
た
め
に
自
己
犠
牲
の
苦
労
を
経
験
し
て
い
る
戦
後
世
代
に
と
っ
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
（
出
身
地
域
）
は

母
の
よ
う
に
永
遠
な
る
服
従
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
政
治
家
は
ま
さ
に
家
族
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
域
へ
の
愛
着
を

政
治
的
資
源
と
し
て
動
員
す
る
地
域
対
立
の
政
治
構
造
は
韓
国
社
会
が
抱
え
て
い
る
政
治
的
ジ
レ
ン
マ
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
分
裂
の
上

に
お
い
て
三
金
政
治
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

慮
武
鉱
政
府
の
誕
生
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
分
裂
と
し
て
の
三
金
政
治
に
対
す
る
批
判
と
戦
後
世
代
と
は
異
な
る
政
治
的
感
性
を
も
つ

若
年
届
の
存
在
が
あ
り
、
彼
ら
の
政
治
社
会
に
対
す
る
多
元
的
な
理
解
こ
そ
、
慮
武
絃
政
府
を
誕
生
さ
せ
た
原
動
力
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

従
来
の
保
守
的
な
マ
ス
コ
ミ
に
対
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
選
挙
戦
の
展
開
や
ノ
サ
モ
（
虚
武
鉱
を
愛
す
る
政
治
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

組
織
）
の
よ
う
な
新
し
い
政
治
集
団
の
群
生
な
ど
も
時
代
の
変
化
を
反
映
す
る
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
慮
武
絃
政
府
の
誕
生
が
こ
う
し
た
変
化
の
反
映
で
あ
る
と
同
時
に
、
既
存
の
政
党
に
対
す
る
国
民
的
不
満
の
反
映
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慮
武
鉱
政
府
は
戦
後
政
治
と
の
決
別
と
い
う
国
民
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
。
そ
の
原

因
は
様
々
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
大
き
な
原
因
は
、
地
域
対
立
政
治
か
ら
国
民
統
合
の
政
治
を
目
指
す
は
ず
の
慮
武
絃
政
府
が
政
党
内
の

葛
藤
を
乗
り
切
れ
ず
政
党
そ
の
も
の
が
大
き
く
分
裂
さ
れ
、
政
治
的
基
盤
を
弱
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
上
、
内
政
並
び
に
外
交
政
策

に
お
け
る
政
策
的
失
敗
が
国
民
の
期
待
に
背
け
る
結
果
と
な
っ
た
。

慮
武
鉱
政
府
の
五
年
間
の
国
政
運
営
に
対
し
行
っ
た
高
麗
大
学
研
究
所
の
評
価
の
結
果
に
お
い
て
は
、
経
済
・
労
働
・
福
祉
・
教
育
・

統
一
は
平
均
点
を
、
行
政
と
外
交
に
お
い
て
は
平
均
点
以
下
の
評
価
と
な
っ
た
。
虚
武
鉱
政
府
は
、
頻
繁
な
分
党
・
離
党
、
言
論
と
の
葛

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
○
三
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一
○
四

藤
、
世
論
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
た
分
裂
と
反
目
を
助
長
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
不
在
と
い
う
初
踊
切
の
問
題
点
を
自
ら
立
証
し
た
結
果
と

な
っ
た
。
外
交
面
に
お
い
て
は
、
太
陽
政
策
の
維
持
の
ほ
か
に
、
既
存
の
外
交
路
線
か
ら
離
れ
外
交
シ
ス
テ
ム
の
大
幅
な
修
正
に
取
り
組

ん
だ
も
の
の
、
成
功
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
経
済
面
に
お
い
て
は
、
六
％
で
あ
っ
た
経
済
成
長
率
が
四
・
八
％
に
低
下
す
る
一
方
、

労
使
政
委
員
会
の
対
立
、
非
正
規
職
の
大
量
発
生
、
新
し
い
労
使
関
係
へ
の
対
応
不
足
な
ど
経
済
政
策
の
未
熟
さ
が
目
立
つ
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
そ
の
上
、
教
育
面
に
お
い
て
は
、
均
衡
や
平
等
主
義
に
立
脚
し
た
教
条
的
な
理
念
へ
の
執
着
に
よ
る
教
育
政
策
の
運
営
は
、
混
沌

以
外
の
何
の
政
策
も
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
は
、
進
歩
（
革
新
）
勢
力
か
ら
保
守
勢
力
へ
の
権
力
の
復
帰
か
否
か
が
問
わ
れ
た
選
挙
で
も
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
野
党
の
ハ
ン
ナ
ラ
党
が
、
一
九
九
八
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
金
大
中
氏
に
政
権
の
座
を
奪
わ
れ
て
か
ら
一
○
年
間
は
、

金
大
中
・
慮
武
銭
と
い
う
進
歩
政
権
が
続
き
、
様
々
な
社
会
改
革
の
推
進
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
は
対
話
と
支
援
を
軸
と
す
る
太

陽
政
策
を
、
日
米
に
対
し
て
は
敵
対
的
な
緊
張
関
係
を
中
心
と
す
る
外
交
・
安
保
政
策
が
行
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
教
育
及
び
住
宅
政
策
と
い
う
韓
国
国
民
に
と
っ
て
の
最
大
関
心
政
策
の
運
用
に
お
い
て
は
、
改
革
の
乱
発
や
未
熟
さ
を
披

露
し
、
物
墜
仙
の
上
昇
も
庶
民
生
活
を
脅
か
す
水
準
に
達
し
て
お
り
、
安
保
・
外
交
に
お
い
て
は
北
朝
鮮
の
核
開
発
問
題
が
太
陽
政
策
に
対

す
る
高
い
批
判
を
招
い
た
こ
と
な
ど
、
政
権
与
党
と
し
て
の
政
策
運
用
上
の
無
能
さ
が
国
民
批
判
の
的
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
現
政
府
に

対
す
る
高
い
批
判
が
与
党
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
へ
の
期
待
感
を
膨
ら
ま
せ
る
要
因
と
な
る
一
方
、
現
政
府
の
主
な
政
策
を
継
承
す
る
与
党

の
民
主
新
党
の
候
補
者
に
は
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
お
り
、
世
論
調
査
で
の
支
持
率
の
差
は
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
下
の
表
三
、
表
四
は
、
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
主
な
社
会
的
イ
ッ
シ
ュ
を
比
較
で
き
る
よ
う
に
、
各
政
党
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
の
立
場
を
政
策
比
較
表
と
し
て
発
表
し
た
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
の
政
党
間
の
政
策
比
較
と
、
韓
国
放
送
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表三一(－）経済・民生分野

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

(注）凡例：｡賛成，○)条件付賛成，●条件付反対，×反対，▲その他，？答えなし．以下，

同じ．

(出典）（－)～(五)，中央選挙管理委員会選挙公約比較（2007)．

表三一(二）社会・福祉分野

表三一(三）教育・環境分野

○
五

区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党

1)企業による銀行所

有の禁止原則の維持
◎ ● ◎ ● ● 

2)不動産保有税に切

り下げ
× ▲ × ● ○ 

3)首都圏内の工場

新・増設の規制維持
○ ● ｡ ○ ○ 

4)ＦＴＡの締結拡大 ○ ◎ × ○ ○ 

区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党

1)死刑制度の廃止 ◎ ○ ◎ ◎ ○ 

2)土地公概念の拡

大・強化
◎ ○ ◎ ● ○ 

3)二重国籍の許容 ○ ○ ○ ● ○ 

4)良心性兵役拒否の

認定と代替服務制度

の導入

◎ ● ◎ ◎ ● 

区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党

1)高校平準化政策の維持 ○ ○ ◎ ○ ● 

2)国公立大学の法人化 ○ ○ × ● ○ 

3)原子力発展所の拡大 ○ ○ × ● ○ 

4)ゴルフ場建設の制限 ○ ● ◎ ○ ● 
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表三一(四）政治・行政分野

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

表三一(五）外交・安保分野

一
○
六

公
社
（
Ｋ
Ｂ
Ｓ
）
が
国
民
懸
一
全
事
項
一
五
項
目

を
軸
に
、
各
分
野
に
お
け
る
争
占
だ
つ
い
て
世

論
調
査
、
掌
会
な
ど
を
交
え
比
較
分
析
し
た
も

の
で
あ
る
。
韓
国
放
送
公
社
（
Ｋ
Ｂ
Ｓ
）
が
今

回
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
国
民
の
関
心
の
高

い
事
項
を
選
定
し
た
内
容
は
、
①
経
済
・
産
業

分
野
、
雇
用
創
出
及
び
経
済
成
長
、
不
動
産
値

段
の
安
定
及
び
中
小
企
輩
舎
鈴
瀝
対
策
、
地
域
均

衡
発
展
、
②
政
治
・
行
政
・
外
交
・
安
保
ｒ
統

一
分
野
、
公
職
者
の
不
正
腐
敗
』
根
絶
、
北
朝
鮮

の
核
問
題
と
政
府
組
織
再
編
、
西
海
北
方
境
界

線
問
題
、
Ｎ
Ｌ
Ｌ
及
び
国
家
保
安
法
問
題
、
③

教
育
・
文
化
・
福
祉
・
環
境
分
野
、
水
質
、
大

気
汚
染
な
ど
の
環
境
問
題
、
社
会
両
極
化
、
高

齢
化
と
治
安
対
策
、
私
的
教
育
費
の
軽
減
な
ど

で
あ
る
。

区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党

l)大統領５年単任制

の維持
× ▲ × × × 

2)警察調査権の独立 ◎ ▲ ◎ ○ ○ 

3)政府部署の記者室

統廃合の撤回
？。 ◎ ◎ ◎ ◎ 

4)行政中心複合都市

及び公共機関移転の

継続推進

◎ ◎ ○ ◎ ◎ 

区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党

1)対北朝鮮経済支援

と人権問題の連携
× ◎ × × ○ 

2)国家保安法の廃止 ◎ ● ◎ ○ ● 

3)統一後も駐韓米軍

の維持
○ ▲ × ○ ○ 

4)国防予算の増額椎

侍
● ○ × ○ ○ 
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表四ＫＢＳ（騨国放送公社）による主要候補者の政策比較

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

岸
述
‐
昭
二
（
比
十
八
ケ

矼浬｢と

サーピ

吐国家

建福祉

現

女性成

り男女

戎，d
ii11.Ｎ 

|の外槌

ＯＥＣＤ 

；縮小）
I政のロ

ン以１
￣卜り

り住司

|年金０

恥
鱸
事
關
繩
巫
』

匠
菖Ｊ
Ⅲ
Ⅲ
砥
、
ｐ
Ｐ
ノ
昇
り

Ｌ
て
由一
○
七

ワ
ァ
に
叫
び
一
泊

鑪
躯
靴
嚥
蕊

下
り
刊
下
ｅ
Ｃ
７

５ 

区分 李明博（ハンナラ党） 鄭東泳（民主新党） 李会昌（無所属）

●7％の経済成長及び

300万の雇用６１１出の
ための世界最高の企

業環境育成，薇極的
な就業政策の展開

●中産層の復横と両極

化の解消のための金
融政策，生活支援，

庶民の税負担軽減，

主要生活費30％節

減政策の推進

●庶民中心の住宅供給

拡大，住居環境の改
善，長期保有１世帯

l住宅に対する税負
担軽減

●先端産業，先進貿易

とＩＴの融合,医療・

保健・金融・物流な

ど高級サービスと環

境，エネルギーなど

複合産業の育成

●科学技術国実現のた

めに国際ピジネスベ

ルトの醸成，国際競

争力の高い中小企業

の育成のための巣中

投資と大企業との双

生モデルの定着

●競争力ある農漁業，

農業村の育成

●6％の成長と250万

の雇用fiI1出、Ｇ－ｌＯ

先進国に成長

●航空宇宙，バイオ

ロボット，文化コン

テンツなど環境にや

さしい産業の育成

●競争力の高い中小企

業５万，中堅企業２

千か所の育成

●ガソリン料，カード

手数料，金融利息の
引き下げ

●計画性のある政策連
用により国民税金

１０兆ウォンの還付

●企業投資環境の良い

国づくり

●中小企業を中心に，
科学技術及び高価値

サービス産業を成長

の動力として育成

●雇用ijI出により青年

の夢実現

社会．

福祉分

野

●貧富と関係ない医療｜●非正規職の外注ilW負｜●生活福祉の推進
サービスの整燗，福

祉国家型・予防型保
健福祉サービスの実
現

化規制(ＯＥＣＤ平均

25％まで縮小)，双

生的労使政の関係修
復

●女性成功時代のため｜●２億ウォン以下の首

の男女平等事業の育

成，dreamstart連

動・Ｍｏｍ＆Ｂａｂｙ
プランの推進

都圏アパートの供給

強化により住宅問題

の解決

●基礎高齢年金の強化

●高齢者と障害者に対

する「仕事・健康．

所得」の保証

●安心して預けられる

希望保育システムの

構築

●無住宅世帯への支援

強化
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●低所得厨の子女に対

する機会の提供，階

屈割当制の導入，陣
害者の梅利保障

●高齢者に対する３大
苦労（病気，貧困，

孤独）の解決

●生活密着型文化イン

フラの整備と専門人

材の育成

により８割加入月額

１６万ウォンの実現，

高齢者の雇用創出
（30万）

●無恢教育の全面実施

により女性にやさし

い社会の実現

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

●公教育の強化，私教

育費の節減のための

高校多様化300プロ
ジェクト，段階的大

学入試の自律化

●グローバル人材の育

成，大学競争力の強
化，教育支援システ

ム，就業100％大学

プロジェクト，２０８０

生涯学習プランの推
進

●経済と環境を活かす
多目的大運河の建設

●安全で持続可能な環
境福祉国家の実現，

clean＆greenKorea 
プロジェクトの推

進，代替エネルギー

の開発支援

●高校予算の倍増，大

学競争力の強化，生

涯学習社会の実現

●大学入試の改革（修

学能力試験の廃止)，

内申による選抜，英

語認証制度の導入に

よる私教育費の大幅

軽減

●文化・芸術のルネサ
ンスの推進

●地球温暖化油価
１００ドルなどによる

環境にやさしい経済
構造への転換

●教師主導の公教育の

正常化実現

●教育福祉の拡大

●地球温暖化への種極
的な対応

●緑豊かな国土の建設

教育・

環境分

野

●公職不正腐敗取調部

署の設立により国家
清廉度の引き上げ
（１０位圏内）

●4年連任大統領制の

導入のための191法改
正

●圏域別比例代表制の

導入など選挙制度の

改革による地域対立
の解消

●政府など公共部分の

革新と成果主義予算

の施工により国家予

●正直・誠実な人が報

われる社会

●小さくて効率的な政
府

●連邦制水単の地方分

権実施と競争力のあ
る地方時代の建設

●庶民と疎外改装のた

めの人権と楢益保護

●権力型不正腐敗の根
絶

●国家経営システムの

再設計による政府の
競争力強化と地方経

済のためのグローバ

ル２１システムの樹

築

政治・

行政分

野

○
八
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画をＰ１０％

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
○
九

(出典）韓国放送公社（KBS）資料（2007）から作成．

’
一
月
二
七
日
の
午
前
○
時
か
ら
始
ま
っ
た
二
一
一
日
間
の
選
挙
運
動
を
一
言

で
表
現
す
れ
ば
、
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ド
ラ
マ
」
（
中
央
日
報
、
○
七
一
二
一
九
）
と

い
え
る
。
そ
れ
は
、
各
種
世
論
調
査
に
お
い
て
四
○
％
台
の
支
持
率
で
独
走
態

勢
に
入
っ
た
季
明
博
候
補
に
対
し
、
Ｂ
Ｂ
Ｋ
（
株
価
偽
装
事
件
）
関
連
記
事
や

動
映
像
な
ど
様
々
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ン
が
展
開
さ
れ
る
選
挙
戦
と
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
李
明
博
五
二
八
万
票
差
圧
勝
」
（
朝
鮮
日
報
）
、
「
李
明
博
最
大
表

差
大
統
領
当
選
」
（
東
亜
日
報
）
、
権
力
の
時
計
の
針
左
↓
右
巨
大
な
移
動
」

（
中
央
日
報
）
、
「
李
明
博
、
大
統
領
当
選
、
一
○
年
ぶ
り
の
政
権
交
代
」
（
ハ
ン

ギ
ョ
レ
新
聞
）
な
ど
が
大
統
領
選
挙
の
結
果
を
報
じ
た
二
○
日
（
木
）
朝
刊
紙

の
ト
ッ
プ
面
を
飾
っ
た
見
出
し
の
内
容
で
あ
る
。
一
二
人
の
候
補
が
乱
立
す
る

中
で
、
’
二
月
一
九
日
（
水
）
に
行
わ
れ
た
第
一
七
代
韓
国
大
統
領
選
挙
の
結

果
、
野
党
の
李
明
博
才
・
ミ
ョ
ン
パ
ク
）
候
補
が
、
与
党
で
あ
る
民
主
新
党

の
鄭
東
泳
（
チ
ョ
ン
・
ド
ン
ョ
二
候
補
、
無
所
属
の
李
会
昌
（
イ
・
フ
ェ
チ

四
大
統
領
選
挙
の
結
果
と
分
析

外交.

安保分

野

●平和統一の基盤醗成

のための朝鮮半島経
済共同体の実現に向

けた非核･開放3000

構想の推進

●未来型最先端の戦略

化と兵営環境の画期

的な改善

●安全な社会建設のた
めの治安・消防の強
化

●東北亜鉄道協議会の

栂築，朝鮮半島５大
鉄道網の連結

●北朝鮮の核問題解決
と平和協定締結によ

る恒久的な平和環境

の実現

●開成工業団地の拡大

と追加の特区造成に
よる平和経済共同体
の建設

●軍隊制度の改革

●核のない朝鮮半島の
実現

●５年以内で離散家族

の再会実現

●３層の壁外交戦略に

よる国益の実現

｜驫鰯鑑’
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

二
○

ヤ
ン
）
候
補
を
大
幅
の
票
差
で
抑
え
、
当
選
者
と
な
っ
た
。

今
回
の
選
挙
は
、
従
来
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
政
治
色
を
問
う
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
候
補
者
間
の
理
念
や
政
策
を
問
う
選
挙

で
も
な
か
っ
た
。
今
回
の
選
挙
に
お
い
て
示
さ
れ
た
唯
一
の
政
治
争
点
は
、
盧
武
鉱
政
府
の
経
済
及
び
教
育
な
ど
の
民
生
政
策
に
対
す
る

過
去
五
年
間
の
失
政
、
す
な
わ
ち
時
代
的
潮
流
に
逆
行
す
る
「
大
き
な
政
府
」
路
線
が
も
た
ら
し
た
政
府
の
肥
大
化
と
非
能
率
、
官
治
的

な
経
済
運
用
に
よ
る
不
動
産
価
額
の
高
騰
や
低
成
長
に
よ
る
失
業
の
増
加
、
一
一
一
不
（
本
高
試
、
高
瀞
嬢
寺
級
制
、
寄
付
金
入
学
制
）
政
策
と

歪
め
ら
れ
た
平
等
教
育
が
も
た
ら
し
た
教
育
の
質
低
下
と
競
争
力
低
下
な
ど
、
国
民
的
関
心
事
に
お
け
る
政
権
運
用
能
力
の
無
能
さ
に
対

す
る
審
判
、
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
選
挙
戦
に
突
入
す
る
前
か
ら
与
党
の
勝
利
は
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
一
九
日
午
後
六
時
に
終
了
し
た
第
一
七
代
大
統
領
選
挙
の
枠
茜
垂
率
を
六
二
・
九
％
（
暫
定
集
計
）
と
発
表

し
た
。
こ
の
日
午
前
六
時
か
ら
全
国
の
投
票
所
一
万
一
一
一
一
七
八
カ
所
で
有
権
者
三
七
六
五
万
三
五
一
八
人
を
対
象
に
行
わ
れ
た
投
票
に
は
、

計
二
一
一
一
六
八
万
二
○
六
一
一
一
人
（
一
小
在
者
投
票
七
五
万
七
、
一
一
一
六
九
人
を
含
む
。
）
が
参
加
し
た
。

地
域
別
投
函
蒻
雫
は
、
慶
尚
北
道
が
六
八
・
四
％
で
最
も
高
く
、
仁
川
と
忠
清
南
道
が
六
○
・
三
％
で
最
も
低
か
っ
た
。
広
域
市
別
で
は
、

大
印
が
六
七
・
○
％
で
最
も
高
く
、
以
下
蔚
山
六
四
・
四
％
、
光
州
六
四
・
三
％
、
ソ
ウ
ル
六
二
・
八
％
、
釜
山
六
一
・
九
％
、
大
田
六
一
・
五

％
、
仁
川
六
○
・
三
％
の
順
で
あ
っ
た
。
道
別
で
は
慶
尚
北
道
が
六
八
・
四
％
で
最
も
高
く
、
続
い
て
全
羅
北
道
六
六
・
九
％
、
全
羅
南
道

六
四
・
七
％
、
慶
尚
南
道
六
四
・
一
％
、
江
原
道
六
二
・
四
％
、
忠
清
北
道
六
一
・
三
％
、
京
畿
道
六
一
・
○
％
、
済
州
道
六
○
・
九
％
、
忠
清

南
道
が
六
○
・
三
％
で
最
も
低
か
っ
た
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
李
明
博
候
補
が
二
位
の
鄭
東
泳
候
補
の
得
票
率
よ
り
二
一
一
・
四
％
を
上
回
る
史
上
最
大

の
票
差
で
当
選
し
た
背
景
に
は
、
最
大
の
票
田
と
い
わ
れ
な
が
ら
こ
れ
ま
で
保
守
に
は
厳
し
か
っ
た
ソ
ウ
ル
及
び
首
都
圏
の
票
が
大
量
に
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中
央
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
当
選
者
で
あ
る
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
李
明
博
候
補
の
選
挙
費
用
は
、
約

三
七
二
億
五
○
○
○
千
万
ウ
ォ
ン
（
日
本
円
で
約
四
○
億
円
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
各
政
党
が
中
央
選
挙
管

理
委
員
会
に
提
出
し
た
「
政
治
資
金
収
入
支
出
報
告
書
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
李
明
博
大
統
領
当
選
者
の
場
合
、
選
挙
管
理
に
関
わ
る
事

務
員
の
手
当
及
び
実
費
な
ど
に
約
六
七
億
八
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
（
約
七
億
円
）
、
放
送
演
説
費
と
し
て
約
八
○
億
九
○
○
○
万
ウ
ォ
ン

（
約
八
億
三
○
○
○
万
円
）
を
支
出
し
た
。

他
方
、
民
主
新
党
の
鄭
東
泳
候
補
は
、
選
挙
管
理
事
務
員
の
手
当
、
人
件
費
な
ど
に
約
九
五
億
ウ
ォ
ン
（
約
一
二
億
円
）
、
新
聞
・
放

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
一
一

去
最
低
と
な
っ
た
。

ハ
ン
ナ
ラ
党
に
流
れ
込
ん
だ
結
果
五
三
・
二
％
を
得
票
す
る
圧
勝
に
結
び
つ
い
た
こ
と
、
ま
た
、
全
国
一
六
の
広
域
自
治
団
体
の
う
ち
、

鄭
東
泳
候
補
の
牙
城
と
さ
れ
る
光
州
・
全
羅
南
北
道
の
一
一
一
か
所
を
除
く
一
三
の
地
域
に
お
い
て
一
位
の
得
票
率
を
得
て
お
り
、
全
国
各
地

に
お
い
て
偏
差
な
く
得
票
を
重
ね
た
こ
と
に
よ
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
（
東
亜
日
報
、
○
七
・
一
二
・
二
○
）
。
中
央
選
挙
管
理
委
員
会

は
二
○
日
、
大
統
領
選
の
開
票
の
結
果
、
当
選
し
た
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
李
明
博
候
補
の
最
終
得
票
数
は
一
一
四
九
万
二
一
一
一
八
九
票
で
、
開
票

総
数
二
三
七
三
万
二
八
五
四
票
の
四
八
・
七
％
を
占
め
た
、
と
発
表
し
た
。

他
方
、
民
主
新
党
の
鄭
東
泳
候
補
の
最
終
得
票
数
は
六
一
七
万
四
六
八
一
票
（
二
六
・
一
％
）
、
無
所
属
の
李
会
昌
候
補
は
三
五
五
万
九

九
六
三
票
（
一
五
・
一
％
）
で
あ
っ
た
。
李
明
博
候
補
と
鄭
東
泳
候
補
の
票
差
は
五
三
一
万
七
七
○
八
票
で
、
一
九
八
七
年
に
大
統
領
の

直
接
選
挙
制
が
復
活
し
て
以
来
最
大
と
な
っ
た
。
ま
た
得
票
率
の
差
は
二
二
・
四
％
で
あ
っ
た
。
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
今
回
の
大

統
領
選
の
結
果
、
有
権
者
総
数
三
七
六
五
万
三
五
一
八
人
の
う
ち
二
一
一
一
七
三
万
二
八
五
四
人
が
一
票
を
投
じ
、
最
終
的
な
投
票
率
は
六

三
・
○
％
に
達
し
た
、
と
発
表
し
た
。
な
お
、
今
回
の
大
統
領
選
の
投
票
率
は
二
○
○
二
年
の
七
○
・
八
％
よ
り
も
七
・
八
％
下
が
り
、
過
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

０．１０ 0.10 

３０１３ ３２１４ 6７８１ ５０１ 

0.10 

１１９８ 

0.】0 ８．１０ 

０５１４ 

１０６ 

１１０ 

110 ０．１０ 

0.10 

２７１ １８８ 

７．１０ 0.10 0.10％ 

４４９２ ５１３ 

0.10 0％ 

３２１ 

季仁濟 文國現 鄭根讃 許京率 全寛 琴民 李会昌

民主党 創造

韓国党

真民主

連合

経済

共和党

新時代

真人連合

韓国

社会党

無所属

0.70 5.80 0.10 0.40 0 0.10 15.10 

160,708 L375,498 15,380 96,756 7,161 18,223 3,559,963 

0.50％ 7.10％ 0.10％ 0.40％ 0％ 0.10％ 11.80％ 

23,214 358,781 3,013 22,405 ９１１ 3,501 596,226 

0.30％ 5.40％ 0％ 0.40％ ０％ 0.10％ 19.70％ 

4,599 94,285 770 7,351 406 1,198 3460319 

0｣0％ 4％ 0％ 0.30％ 0％ 010％ 18.10％ 

1β47 500514 367 3,375 221 727 228,199 

0.60％ 7％ 0.10％ 0.50％ 0％ 0.10％ 15.20％ 

7,612 84,814 797 50769 323 1,068 183,057 

1.10％ 4.80％ 0.10％ 0.20％ 0％ 0％ 3.40％ 

70118 31,524 398 11547 9６ 289 22,520 

L10％ 7.10％ 0.10％ 030％ 0％ 0.10％ 28.90％ 

79223 48,143 467 2,356 204 683 195,957 

040％ 5.50％ 0.10％ 0.40％ 0％ 0.10％ 17.50％ 

1,884 28,605 271 2,099 1２１ 467 90,905 

0.60％ 7.10％ 0.10％ 0.50％ 0％ 0.10％ 13.40％ 

30,513 354,492 3,378 23,554 L312 3,207 670,742 

0.80％ 5.90％ 0.10％ 0.70％ 0.10％ 0.10％ 17.60％ 

6,085 42,552 615 5,063 436 849 127,102 

1.10％ 5.70％ 0.10％ 0.50％ 0％ 0.10％ 23.40％ 

7,965 39,884 561 30435 321 759 162,750 

2.50％ 4.70％ 0.10％ 0.40％ 0.10％ 0.10％ 33.20％ 

22,592 43,383 934 30814 568 L131 304,259 
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送
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
に
約
八
○
億
五
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
（
約
一
○
億
円
）
、
選
挙
車
両
及
び
衛
星
中
継
費
用
な
ど
で
約
七
四
億
ウ

ォ
ン
（
約
九
億
円
）
を
支
出
す
る
な
ど
あ
わ
せ
て
約
三
九
○
億
七
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
（
約
四
二
億
円
）
を
支
出
し
た
。

そ
の
他
、
無
所
属
で
出
馬
し
た
季
会
昌
候
補
は
、
各
種
広
報
物
の
製
作
に
約
三
四
億
ウ
ォ
ン
（
約
四
億
円
）
、
選
挙
車
両
の
手
配
な
ど

に
約
三
○
億
ウ
ォ
ン
（
約
四
・
二
億
円
）
、
地
域
の
連
絡
事
務
所
の
開
設
・
運
営
に
約
六
六
億
ウ
ォ
ン
（
約
七
億
円
）
な
ど
、
計
約
一
三
八

億
五
○
○
○
万
ウ
ォ
ン
（
約
一
五
億
円
）
を
使
用
し
た
。

公
職
選
挙
法
は
、
こ
う
し
た
選
挙
費
用
の
う
ち
、
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
全
体
の
有
権
者
の
一
五
％
以
上
を
得
票
し
た
候
補
者
に
対
し

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
一
一
一
一

表五第一七代大統領選挙候補別得票現況

M’ 

匿

区分 鄭東泳 李明博 櫛永吉

所属
民主新党 ハンナラ党 民主

労働党

合計

得票

率(%）

得票

数

26.10 

6,174,681 

48.70 

11,492,389 

3.0 

712,121 

ソウル市
24.50％ 

1,2371812 

53.20％ 

2,689,162 

230％ 

116,344 

釜山市
13.50％ 

236,708 

57.90％ 

L018,715 

280％ 

48.901 

大郎市
6％ 

75,932 

69.40％ 

876,719 

2％ 

25,777 

仁川市
23.80％ 

286,565 

49.20％ 

593,283 

3.50％ 

42,069 

光州市
79.80％ 

527,588 

8.60％ 

56,875 

2.10％ 

13､597 

大田市
23.60％ 

159,700 

36.30％ 

246,008 

2.50％ 

17,207 

蔚山市
13.60％ 

70,736 

54％ 

279,891 

8.40％ 

43,607 

京畿道
23.60％ 

L18L936 

5190％ 

2,603,443 

2.90％ 

144,830 

江源道
18.90％ 

136,668 

52％ 

376,004 

3.90％ 

28,129 

忠清北道
23.80％ 

1650637 

41.60％ 

289,499 

3.60％ 

25,285 

忠清南道
21.10％ 

192,999 

34.30％ 

313,693 

3.50％ 

32,132 
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
一
四

て
は
、
申
告
し
た
金
額
の
巾
‐
か
ら
保
全
す
べ
き
項
目
を
除
き
、
支
出
し
た
全
額
の
返

還
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
中
串
大
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
後
の
一
ヶ
月
を
目

途
に
そ
の
返
還
を
弔
圭
に
し
て
い
る
と
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
各
政
党
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
支
出
額
は
、
直
接
的
な
支
出
だ
け
で

総
計
一
○
○
○
億
ウ
ォ
ン
（
日
本
円
で
約
一
二
○
億
円
）
を
上
回
っ
て
お
り
、
大
統

領
選
挙
に
よ
る
国
民
経
済
へ
の
波
及
効
果
は
決
し
て
少
な
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
も

の
で
あ
り
、
そ
の
対
価
は
景
気
対
策
の
み
な
ら
ず
、
国
土
開
発
や
経
済
計
画
な
ど
に

お
い
て
地
域
利
益
の
一
貫
と
し
て
還
元
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

大
統
領
選
挙
を
め
ぐ
る
政
治
資
金
の
あ
り
方
に
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
選
挙

後
の
こ
う
し
た
政
治
資
金
の
動
き
に
対
し
て
は
政
治
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の

が
韓
国
政
治
の
銭
蝿
圏
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
の
投
函
牽
半
の
低
迷
の
原
因
と
し
て
大
統
領
選
挙

に
お
け
る
争
点
が
も
っ
ぱ
ら
「
経
済
問
題
」
に
集
中
し
て
お
り
、
野
党
の
候
補
選
び

が
先
行
し
、
李
明
博
侯
補
へ
の
支
持
が
高
い
水
準
で
保
て
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対

し
与
党
及
び
他
の
候
補
者
が
選
挙
直
前
に
な
っ
て
出
揃
う
な
ど
の
諸
要
因
が
選
挙
以

前
に
お
い
て
そ
の
成
敗
を
予
測
さ
せ
た
こ
と
に
投
函
畿
雫
低
迷
の
理
由
が
あ
る
と
い
え

る
。
ま
た
、
伝
統
的
に
政
治
へ
の
関
心
が
高
い
大
学
生
な
ど
の
若
年
層
の
政
治
離
れ

0.70％ 280％ 0.10％ 0.20％ ０％ O｣0％ 3.60％ 

6,550 26,573 590 1,777 270 538 34,630 

2.40％ 3.20％ 010％ 0.20％ 0.10％ 010％ 3.60％ 

23,074 311289 938 2,179 ５１７ 743 34,790 

0.30％ 3.30％ 0.10％ 0.30％ 0％ 0.10％ 13.70％ 

3823 47,345 ８１９ 4,696 699 1,458 1950526 

0.30％ 4.80％ 0.10％ 0.40％ 0％ 0.10％ 21.50％ 

4,935 73,893 1,310 6,063 612 L261 329,486 

0.70％ 7.80％ 0.10％ 0.50％ O｣0％ 0.10％ 15％ 

1,674 19,421 152 L273 144 344 37,495 
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れ
ば
、
「
虚
大
統
領
の
就
任
以
来
暮
ら
し
向
き
が
良
く
な
っ
た
」
と
い
う
回
答
は
九
・

六
％
に
と
ど
ま
っ
た
一
方
、
「
格
差
が
広
が
っ
た
」
と
い
う
回
答
は
八
三
・
四
％
に
の
ぼ
っ
た
。
政
策
分
野
別
に
見
る
と
、
「
経
済
政
策
」

で
失
敗
し
た
と
い
う
回
答
が
七
四
・
一
％
と
最
も
多
く
、
中
で
も
虜
大
統
領
の
最
大
の
失
政
と
し
て
「
不
動
産
政
策
」
を
挙
げ
た
割
合
が

二
六
・
九
％
と
最
も
高
か
っ
た
。
「
持
た
ざ
る
者
」
た
ち
は
生
活
が
さ
ら
に
困
窮
し
、
「
持
つ
者
」
た
ち
と
の
距
離
が
広
が
り
、
「
マ
イ
ホ
ー

ム
」
の
夢
は
は
る
か
遠
く
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
慮
武
舷
政
府
下
の
二
○
○
三
－
一
一
○
○
六
年
に
、
経
済
成
長
率
は
年
平
均
四
・

二
％
を
記
録
し
た
が
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
に
よ
る
と
、
韓
国
の
成
長
率
は
同
期
間
の
世
界
一
八
一
カ
国
の
平
均
成
長
率
四
・
八

五
％
を
下
回
っ
て
お
り
、
順
位
に
し
て
一
○
六
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
か
っ
て
「
漢
江
の
奇
跡
」
と
言
わ
れ
た
姿
は
影
も
形
も
な
い

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
一
五

が
進
行
し
て
い
る
こ
と
も
投
票
率
低
迷
の
一
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
野
党
候
補
の
圧
勝
に
つ
い
て
の
各
マ
ス
・
メ
デ
ィ

、
ァ
の
分
析
は
、
現
在
の
盧
武
絃
政
府
の
政
策
運
用
に
対
す
る
不
満
と
批
判
も
表
出
に

２
 

０
 

糊
あ
る
と
さ
れ
、
候
補
者
が
誰
で
あ
っ
て
も
選
挙
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い

藷
う
の
が
ほ
ぼ
共
通
の
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
慮
武
鉱
政
府
に
お
け
る
①
経
済
的

発壁
不
安
定
へ
の
批
判
、
②
北
朝
鮮
に
対
す
る
外
交
政
策
（
太
陽
政
策
）
へ
の
批
判
、
③

》不動産や教育、医療などの国民の生活基盤に対する不安定、そして④選
騨
挙
直
前
ま
で
続
い
た
進
歩
（
革
新
）
系
列
の
分
裂
と
そ
の
反
射
利
益
が
、
「
八
七
年

央中
体
制
」
の
崩
壊
と
し
て
の
政
権
交
代
に
繋
が
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

鰹
韓
国
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
が
行
っ
た
慮
武
鉱
政
府
の
四
年
間
を
総
括
す
る
世
論
調
査
に
よ

全羅北道
8L60％ 

777,236 

9％ 

86,149 

1.90％ 

18,139 

全羅南道
78.70％ 

757,309 

9.20％ 

88,834 

2.40％ 

23,178 

慶尚北道
6.80％ 

96,822 

72.60％ 

1,033,957 

2.80％ 

39,327 

慶尚南道
1240％ 

189,463 

55％ 

843,662 

5.40％ 

82,645 

済州特別

自治道

32.70％ 

811570 

38.70％ 

96,495 

4.40％ 

10,954 
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ま
ず
、
「
朝
鮮
日
報
」
は
、
こ
う
し
た
圧
勝
は
す
で
に
予
告
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
昨
年
（
二
○
○
六
）
九
月
行
わ
れ
た
北
朝
鮮

の
核
実
験
以
降
、
一
年
四
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
民
心
が
票
の
形
で
具
体
化
さ
れ
た
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、
盧
武
鉱
政
府
に

お
け
る
失
政
と
国
政
破
綻
に
対
す
る
国
民
の
審
判
と
と
も
に
、
金
大
中
・
虚
武
鉱
に
続
い
た
一
○
年
に
及
ぶ
「
左
派
政
権
」
へ
の
批
判
が

今
回
の
選
挙
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。
特
に
「
三
八
六
左
派
政
権
」
と
し
て
、
米
日
に
対
す
る
距
離
感
と
北
朝
鮮
に
対
す

る
親
距
離
外
交
、
配
分
と
福
祉
の
強
化
を
政
策
的
方
向
と
し
て
き
た
慮
武
絃
政
府
の
失
政
に
対
す
る
審
判
が
進
歩
陣
営
の
責
任
論
と
し
て

影
響
を
与
え
た
と
し
、
そ
の
結
果
が
進
歩
系
列
の
候
補
者
の
総
得
票
率
が
三
五
・
二
％
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た

進
歩
系
列
に
対
す
る
国
民
の
批
判
は
、
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
総
選
挙
（
国
会
議
員
選
挙
）
に
も
影
響
を
与
え
る
と
予
測
し
た
。

「
東
亜
日
報
」
は
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
で
あ
る
李
明
博
候
補
の
当
選
は
、
慮
武
絃
政
府
に
対
す
る
無
力
感
が
李
候
補
に
対
す

る
期
待
感
と
し
て
作
用
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
統
領
選
挙
に
際
し
て
行
わ
れ
た
当
選
者
へ
の
期
待
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
お
い
て
、
「
経
済
の
再
生
」
に
も
っ
と
も
多
く
の
関
心
が
集
ま
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
若
年
層
の
就
業
な
ど
経
済
の

崩
壊
に
対
す
る
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
従
来
の
政
治
家
に
よ
る
政
治
で
は
な
く
民
間
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
出
身
の
経
済
大
統
領
を
選
択

す
る
選
択
肢
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
左
派
政
権
一
○
年
に
お
け
る
実
り
の
な
い
理
念
の
追
求
よ
り

実
用
的
な
政
治
の
選
択
で
あ
り
、
そ
の
底
辺
に
は
保
守
化
へ
の
流
れ
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。

「
中
央
日
報
」
は
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
を
「
権
力
の
時
計
針
の
移
動
」
、
す
な
わ
ち
、
’
九
八
七
年
体
制
か
ら
の
脱
皮
と
し
て

分
析
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
建
国
期
（
李
承
晩
、
一
九
四
八
～
）
、
産
業
化
（
朴
正
煕
、
一
九
六
三
～
）
、
民
主
化
（
一
九
八
七

～
）
を
経
て
、
李
明
博
政
府
に
お
い
て
は
「
先
進
化
」
と
い
う
新
し
い
時
代
の
課
題
が
要
請
さ
れ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
現
在
の
虚
武

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

（
釦
騨
時
且
弾
社
説
、
○
七
・
○
二
・
二
一
）
。

一
一
ハ
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
野
党
候
補
で
あ
る
李
明
博
氏
の
圧
勝
で
終
わ
っ
た
今
回
の
大
統
領
選
挙
は
、
伝
統
的
に
国
民
の
関
心
の
高
い
住
宅

（
不
動
産
）
政
策
と
教
育
（
入
試
）
政
策
な
ど
の
民
生
関
連
分
野
に
お
け
る
政
策
的
失
敗
が
最
大
の
原
因
で
あ
る
こ
と
に
異
見
は
な
い
。

こ
う
し
た
民
心
の
離
れ
に
、
革
新
陣
営
の
分
裂
が
加
わ
り
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
が
選
挙
戦
を
主
導
す
る
形
と
な
り
、

選
挙
の
最
後
ま
で
こ
う
し
た
形
勢
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
要
因
は
作
用
し
な
か
っ
た
。
「
国
民
は
『
実
用
」
を
選
択
し
た
」
と
い
う
表

現
か
ら
は
じ
ま
る
選
挙
結
果
の
分
析
の
中
で
、
共
通
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
金
大
中
・
慮
武
鉱
政
府
が
も
た
ら
し
た
「
失
わ
れ

た
一
○
年
」
・
「
実
り
の
な
い
理
念
」
に
呆
れ
た
民
心
の
離
れ
で
あ
り
、
盧
武
鉱
政
府
の
五
年
間
の
間
、
繰
り
広
げ
ら
れ
た
無
意
味
な
「
グ

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

二
七
一

絃
政
府
が
八
○
年
代
の
学
生
運
動
を
リ
ー
ド
し
た
い
わ
ゆ
る
運
動
圏
出
身
を
政
府
の
中
枢
に
据
え
、
金
大
中
政
府
の
政
策
路
線
を
踏
襲
し

な
が
ら
生
産
的
福
祉
と
太
陽
政
策
に
よ
る
南
北
の
和
解
ム
１
ド
の
醸
成
に
寄
与
し
た
の
に
対
し
、
今
回
の
李
明
博
候
補
の
選
択
、
す
な
わ

ち
、
企
業
人
と
専
門
家
を
中
心
と
し
、
市
場
主
義
経
済
体
制
に
対
し
徹
底
で
あ
り
、
実
績
と
能
力
を
重
視
す
る
実
用
主
義
路
線
（
市
場
型

保
守
主
義
）
の
選
択
は
、
左
派
か
ら
右
派
へ
の
権
力
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
移
動
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
右
派
と
し
て
世
界
化
の
深

化
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
の
論
調
で
あ
る
。

他
方
、
革
新
系
の
新
聞
で
あ
る
「
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
」
は
、
今
回
の
選
挙
の
結
果
を
「
進
歩
改
革
政
権
」
（
金
大
中
・
慮
武
鉱
）
に
対

す
る
国
民
の
審
判
と
し
て
位
置
づ
け
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
理
念
的
保
守
化
」
に
対
し
て
は
距
離
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

有
権
者
に
関
心
が
慮
武
舷
政
府
に
お
け
る
民
生
政
策
の
失
敗
と
経
済
的
な
成
長
に
関
心
が
集
中
さ
れ
て
い
る
点
に
加
え
、
前
回
の
選
挙

（
第
一
六
代
）
に
お
い
て
慮
武
絃
候
補
を
応
援
し
た
有
権
者
の
多
く
が
今
回
は
野
党
の
李
明
博
候
補
を
応
援
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
政
治

的
な
関
心
の
高
か
っ
た
大
学
生
な
ど
の
若
年
層
の
脱
政
治
化
に
よ
る
「
脱
理
念
的
中
途
」
の
増
加
な
ど
を
取
り
上
げ
、
保
守
化
で
は
な
い

と
の
分
析
で
あ
る
。
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

二
八

ル
ー
プ
分
け
」
と
「
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
（
大
衆
迎
合
主
義
）
」
に
対
す
る
国
民
の
不
信
で
あ
り
、
民
主
化
に
象
徴
さ
れ
る
八
七
年
洲
体
制
の

終
焉
で
も
あ
る
（
東
亜
日
報
、
○
七
・
一
二
・
二
○
朝
刊
）
。

李
明
博
大
統
領
当
選
者
に
対
す
る
国
民
の
期
待
は
、
「
経
済
の
回
生
」
と
い
う
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
。
選
挙
戦
初
期
か
ら
季
候
補
に

対
す
る
様
々
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
（
例
え
ば
、
子
女
の
偽
装
就
業
疑
惑
、
土
地
の
取
引
疑
惑
、
Ｂ
Ｂ
Ｋ
疑
惑
な
ど
）
に
よ
る
道
徳
性
の
批
判

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
高
い
支
持
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
経
済
」
と
い
う
国
民
の
関
心
事
に
対
す

る
一
貫
し
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
公
約
の
中
心
に
据
え
置
き
な
が
ら
、
李
候
補
が
も
つ
カ
リ
ス
マ
的
な
実
績
、
す
な
わ
ち
、
現
代
建
設
の
ト

ッ
プ
・
ソ
ウ
ル
市
長
と
し
て
の
経
済
的
・
行
政
的
手
腕
を
国
民
の
判
断
要
素
に
入
れ
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。
家
族
の
幸
福
と

い
う
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
訴
え
て
い
た
鄭
東
泳
候
補
に
対
し
、
具
体
性
や
実
績
の
面
に
お
い
て
国
民
の
支
持
を
集
め
た
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
鰯
邑
は
、
典
型
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
「
色
」
論
争
（
左
派

か
否
か
）
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
キ
ャ
ン
ペ
ン
か
ら
の
”
呪
却
で
あ
り
、
革
》
称
的
と
い
わ
れ
て
き
た
二
○
・
三
○
代
の
若
い
世

代
の
実
利
的
な
政
策
選
択
の
傾
向
変
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
政
権
の
水
平
的
移
動
と
い
う
政
治
の
先
進
化
を
促
す
肯
定

的
要
素
で
あ
り
、
一
九
八
七
の
民
主
化
に
よ
っ
て
国
民
が
手
に
し
た
直
接
選
挙
制
度
の
成
熟
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九

九
八
年
の
金
大
中
政
府
以
降
、
進
歩
（
革
新
）
か
ら
保
守
へ
の
一
○
年
ぶ
り
の
政
権
交
代
に
よ
り
、
高
強
度
の
成
長
政
策
へ
の
方
向
転
換

な
ど
、
多
く
の
変
化
が
予
測
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
李
明
博
当
選
者
の
内
政
・
外
交
に
お
け
る
主
な
政
策
の
内
容
と
そ
の
課
題
を
中
心
に

次
期
大
統
領
と
し
て
今
後
五
年
間
の
国
政
運
営
を
任
さ
れ
た
李
明
博
大
統
領
当
選
者
の
主
な
選
挙
公
約
は
、
表
六
が
示
す
と
お
り
、
大

き
く
次
の
一
○
代
公
約
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
経
済
政
策
、
②
実
用
政
府
（
行
政
改
革
）
、
③
大
運
河
の
建
設
、
④
不
動

な
ど
、
多
く
の
変
ル

み
る
こ
と
に
す
る
。
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ま
ず
、
①
「
対
米
関
係
」
に
お
い
て
は
、
慮
武
鉱
政
府
に
お
い
て
嫌
悪
な
ム
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
対
米
関
係
の
修
復
が
最
重
要
課
題
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
慮
武
鉱
政
府
を
支
え
た
三
八
六
世
代
の
反
米
志
向
の
上
で
形
成
さ
れ
た
「
自
主
外
交
」
・
「
対
等
外
交
」
に
よ
り
、
日

米
中
心
の
伝
統
的
な
外
交
軸
を
中
国
や
北
朝
鮮
に
移
行
す
る
い
わ
ゆ
る
「
東
ア
ジ
ア
・
バ
ラ
ン
サ
ー
論
」
が
主
流
と
な
り
、
米
韓
同
盟
の

弱
体
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
現
実
を
踏
ま
え
、
「
韓
米
関
係
は
、
朝
鮮
半
島
や
東
ア
ジ
ア
の
平
和
繁
栄
に
寄
与
し
う
る
新
た
な
戦
略
的
基

本
計
画
が
構
築
さ
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
、
信
頼
回
復
に
そ
の
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

次
の
②
北
朝
鮮
の
核
廃
棄
と
韓
半
島
の
平
和
構
築
に
重
点
が
置
か
れ
る
「
対
北
外
交
」
に
お
い
て
は
、
金
大
中
・
盧
武
絃
政
府
の
一
○

年
間
に
わ
た
り
推
進
さ
れ
て
き
た
「
太
陽
政
策
」
（
包
容
政
策
）
の
大
幅
な
見
直
し
が
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
北
朝
鮮
と

の
関
係
進
展
は
、
核
廃
棄
が
前
提
で
あ
り
、
慮
武
鉱
政
府
が
南
北
首
脳
会
談
以
降
進
め
て
き
た
対
北
協
力
政
策
と
南
北
間
の
各
種
合
意
は
、

新
政
府
の
下
で
再
検
討
さ
せ
る
」
（
毎
日
新
聞
、
○
七
・
一
二
・
二
○
）
と
の
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
太
陽
政
策
が
南
北
関
係
の
緊

張
を
回
避
し
平
和
的
共
存
を
目
指
す
と
い
う
意
味
で
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
的
な
支
持
・
支
援
を
抑
制
し
、
相
互
主
義
が

基
調
と
な
る
変
化
は
必
至
で
あ
る
。
特
に
、
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」
は
こ
れ
ま
で
金
大
中
、
盧
武
鉱
政
府
の
対
北
朝
鮮
融
和
政
策
に
対
し
批
判

し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
日
本
政
府
も
こ
の
点
か
ら
次
期
政
権
が
北
朝
鮮
政
策
に
も
相
当
に
手
を
入
れ
る
も
の
と
予
想
し
て
い
る
。
日
本

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

二
九

産
（
住
宅
）
政
策
、
⑤
一

交
政
策
が
そ
れ
で
あ
る
。

他
方
、
李
明
博
大
統
隼

他
方
、
李
明
博
大
統
領
の
当
面
の
外
交
面
で
の
課
題
は
、
①
米
国
と
の
同
盟
関
係
の
修
復
な
い
し
再
構
築
を
目
指
す
対
米
外
交
、
②
北

朝
鮮
の
核
廃
棄
と
太
陽
政
策
の
見
直
し
に
よ
る
対
北
外
交
、
そ
し
て
③
歴
史
認
識
・
独
島
領
有
権
な
ど
政
治
懸
案
と
経
済
・
社
会
的
交
流

の
調
和
を
目
指
す
対
日
外
交
の
三
つ
で
あ
る
。

⑤
庶
民
生
活
対
策
（
民
生
関
連
政
策
）
、
⑥
教
育
政
策
、
⑦
中
小
企
業
対
策
、
⑧
Ｉ
Ｔ
政
策
、
⑨
福
祉
政
策
、
⑩
外
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表六李明博大統領の分野別公約

1型私立高校１００校詔 法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

鉛｜●掃沼 Ｊ１交誌

拭の３段階自由

の師

、

F員のl反賄授受稀

呆育施設支援による女性

孟内k;江墨今・テアモのRn

中央政府轤l旧の大幅 二FJ/ぃ企引この1言l牛化可ITr時の=産

【府イジ算の10％節凋 舌IFﾘＴｕ)宙

和方曰治剛体の口唇

○ 

区分 主な内容 区分 主な内容

の経済政策
●7％経済成長の連成

●300万雇用の`１１出

●雇用増加を通じての両極化克

服

●予算20兆ウォンの節減と均

衡財政

●アジアの金融ハブ政策の持続
的推進

●700万金融疎外者の信用回復

●総合不動産税の改正

●産業銀行など主要国営企業の

民営化

●法人税引き下げ

●非正規職「同一労働同一賃
金」原則

⑥教育政策
●自律型私立高校100校設立

●滞在型公立高校150校設立

●マイスター学校50校設立

●大学による学生選抜権付与

●大学入試の３段階自由化

●英語授業教師を毎年3000人
養成配圃

|蕊||蕊’
、中小企業政策②実用政府
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ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

(出典）『ソウル経済新聞」（2007年１２月１９日付

■■■■■■■■l■ 

－ 

－ 

－ 

③大運河建設
●多目的韓半島大運河の建設

●韓国側１２箇所２１００ｋｍ，北

朝鮮５箇所1000ｋｍ

●主要河川の連結

●物流革新と費用節減

●雇用の創出と関連産業の開発

●財源調達のための受益型民間

投資事業の推進

⑧ＩＴ政策
●技術力をもつＳＷ企業支援

●ＩＴベンチャーのための市場

環境醸成

●放送・通信の融合産業の育成

●南北のＩＴ交流の活性化

●2017年まで国際科学ビジネ

スベルトの形成

●中部圏における韓国型シリコ
ンバレーの育成

③不動産政策
●毎年50万世帯の新規住宅建

設

●分譲単価の20％引き下げ

●新婚世帯のため毎年12万世
帯の住宅供給

●１世帯１住宅の総合不動産税
の緩和

●１住宅者譲渡所得税の累進綾

和制の適用

●首都圏規制の合理化（緩和）

●均衡発展のための広域経済圏

の形成

(9) 

ｉｉ 
政
策

●オーダーメード型統合保健．

福祉体系の支援

●癌・中症疾患の治療保障の拡
大

●医療安全網の基金設置

●痴ほうなどの老人のための医

療保障体系設計

●老後生活保障のための年金制

度の改革

●希望福祉129センターによる

統合ワンストプサーピスセン

ﾀ化

⑤庶民生活対策
●庶民主要生活費の30％節減

●住宅担保ローンの金利引下げ

●通信費の２０％以上引き下げ

●道路ハイパス（ETC）制度

の全国拡大

●揮発油，軽油，灯油などの税

率引き上げ

●放課後のプログラム支援

ｊ 

、外交政策
く

（外交７大課題）

●理念ではない国益を優先する

実利外交の推進

●韓・米同盟の修復・強化

●アジア外交の拡大

●経済力に合わせた対外支援の

強化

●エネルギー外交の強化

●相互開放と交流を土台とする

文化コリア志向

●非核・開放など戦略的な対北
開放政策
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李
明
博
大
統
領
当
選
者
は
、
核
廃
棄
を
前
提
条
件
に
北
朝
鮮
に
対
す
る
大
型
の
包
括
支
援
公
約
と
し
て
「
非
核
・
開
放
三
○
○
○
構

想
」
を
発
表
し
、
北
朝
鮮
の
核
廃
棄
を
引
き
換
え
に
、
経
済
・
教
育
・
財
政
・
社
会
基
盤
・
福
祉
の
五
つ
の
分
野
に
お
け
る
重
点
支
援
計

画
を
実
施
し
、
毎
年
一
五
～
二
○
％
の
経
済
成
長
を
約
束
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
国
民
一
人
当
た
り
の
所
得
を
現
在
の
五
○
○
ド
ル
か

ら
一
○
年
後
に
は
約
六
倍
の
三
○
○
○
ド
ル
に
増
や
す
こ
と
も
表
明
し
て
い
る
。
金
大
中
・
慮
武
鉱
政
府
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
き
た
太

陽
政
策
は
、
現
在
に
お
い
て
も
国
民
の
七
割
以
上
が
支
持
を
示
し
て
お
り
、
南
北
関
係
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
の
機
能
は
維

持
さ
れ
、
人
道
支
援
な
ど
の
活
動
は
当
面
持
続
さ
れ
る
見
通
し
だ
が
、
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
よ
る
安
全
保
障
上
の
危
機
が
表
面
化
し
た
以

上
、
そ
の
障
害
物
を
取
り
除
く
た
め
の
周
辺
関
係
国
と
の
連
携
に
よ
る
対
北
圧
力
は
、
「
ア
メ
」
だ
け
で
は
そ
の
効
果
に
疑
問
を
生
じ
さ

せ
「
ア
メ
と
ム
チ
」
と
い
う
新
た
な
枠
組
み
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
③
「
対
日
関
係
」
の
側
面
か
ら
は
、
季
明
博
候
補
の
当
選
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
「
靖
国
参
拝
」
・
「
歴
史
認
識
」
・
「
独
島
（
竹

島
）
領
有
権
」
と
い
う
三
点
セ
ッ
ト
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
慮
武
鉱
政
府
の
対
日
政
策
路
線
大
き
く
変
化
す

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
外
交
上
に
お
け
る
「
理
念
」
と
「
大
儀
名
分
」
と
い
う
の
が
慮
武
鉱
政
府
の
対
日
路
線
の
軸
足
だ
と
す
れ
ば
、

「
国
益
を
土
台
と
す
る
実
利
重
視
」
路
線
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
大
統
領
で
あ
る
李
明
博
次
期
大
統
領
の
対
日
外
交
の
軸
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
軸
の

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一一一一一

は
ル
鉗
翻
艀
の
核
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
六
カ
国
協
議
で
事
実
上
孤
立
し
て
い
る
状
況
で
、
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
事
件
の
解
決
を

最
優
先
課
題
と
し
て
お
り
、
対
北
朝
鮮
政
策
に
関
す
る
限
り
は
韓
米
と
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
関
係
が
続
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
韓
国

の
次
期
政
権
が
北
朝
鮮
に
対
す
る
一
方
的
な
支
援
を
控
え
、
相
互
主
義
を
前
面
に
出
す
場
合
、
日
本
と
の
共
助
の
幅
が
そ
れ
だ
け
広
が
る

こ
と
に
な
る
。
北
朝
鮮
の
核
問
題
だ
け
で
な
く
、
拉
致
問
題
に
つ
い
て
も
韓
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
北
朝
鮮
に
圧
力
を
加
え
る
可
能
性
も
あ

ヲ（》。
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置
き
方
の
違
い
か
ら
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
の
よ
う
な
歴
史
認
識
の
問
題
と
政
治
・
経
済
の
懸
案
を
切
り
離
す
建
設
的
な
関
係
の
構
築
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
日
関
係
の
最
初
の
変
化
と
し
て
、
両
国
首
脳
が
両
国
を
行
き
来
し
な
が
ら
協
力
案
を
話
し
合
う
“
シ
ャ
ト
ル
外

交
“
の
三
年
ぶ
り
の
復
活
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
「
両
国
シ
ヤ
ト
ル
外
交
」
は
、
小
泉
純
一
郎
元
首
相
の
相
次
ぐ
靖
国
神
社
参
拝
、
島
根

県
の
「
竹
島
の
曰
」
制
定
な
ど
を
慮
武
鉱
大
統
領
が
強
硬
に
批
判
し
、
○
五
年
六
月
以
降
、
中
断
し
て
い
る
。

李
明
博
大
統
領
当
選
者
は
、
当
選
直
後
の
二
一
日
、
福
田
康
夫
首
相
と
初
め
て
電
話
で
会
談
し
、
北
朝
鮮
の
核
廃
棄
と
朝
鮮
半
島
非
核

化
と
い
う
目
標
達
成
に
向
け
、
日
本
と
の
協
力
を
強
化
す
る
と
の
方
針
を
示
し
た
。
ま
た
、
六
カ
国
協
議
を
通
じ
た
日
本
の
北
朝
鮮
核
廃

棄
努
力
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
半
島
非
核
化
に
向
け
て
の
協
力
強
化
に
最
善
を
尽
く
す
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
福
田
首
相
が

提
案
し
た
シ
ャ
ト
ル
外
交
に
つ
い
て
応
じ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
日
韓
に
お
け
る
こ
の
「
シ
ャ
ト
ル
外
交
」
は
、
福
田
首
相
が
二
月
二
五

日
の
大
統
領
就
任
式
に
出
席
し
た
後
、
季
次
期
大
統
領
が
三
’
四
月
中
に
日
本
を
訪
問
し
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
プ

ラ
ス
三
（
韓
中
日
）
を
通
じ
て
首
脳
会
談
を
開
催
す
る
と
い
う
日
程
で
進
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
日
本
は
李
次
期
大
統
領
に
対
し
、
七

月
初
め
に
開
催
さ
れ
る
Ｇ
八
サ
ミ
ッ
ト
（
主
要
国
首
脳
会
議
）
へ
の
出
席
を
要
請
す
る
な
ど
、
今
年
は
四
～
五
回
の
両
国
首
脳
会
談
が
行

し
か
し
、
独
島
（
竹
島
）
の
領
有
権
問
題
や
歴
史
教
科
書
問
題
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
、
靖
国
神
社
参
拝
な
ど
、
日
韓
両
国
に
お
け
る
政

治
的
に
敏
感
な
イ
シ
ュ
ー
・
経
済
的
懸
案
は
山
積
の
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
李
当
選
者
が
こ
う
し
た
難
題
に

対
し
正
面
か
ら
取
り
組
む
よ
り
は
、
両
国
の
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
な
ど
の
経
済
協
力
分
野
に
主
眼
を
置
い
て
信
頼
関
係
を
回
復
す

る
と
の
観
測
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
な
実
用
主
義
を
重
ん
じ
る
季
次
期
大
統
領
の
政
策
運
用
ス
タ
ン
ス
を
踏
ま
え
、
伝
統
的
に
こ

う
し
た
政
治
的
・
軍
事
的
な
問
題
に
敏
感
な
国
民
感
情
も
無
視
で
き
な
い
た
め
、
独
島
問
題
な
ど
で
は
原
則
的
な
立
場
は
明
確
に
し
な
が

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

’一一一一一

わ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
二
四

ら
も
相
手
側
を
刺
激
す
る
発
一
言
は
控
え
、
軋
礫
（
あ
つ
れ
き
）
が
表
に
出
な
い
よ
う
管
理
に
力
を
注
ぐ
も
の
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
、
大
統
領
選
室
期
間
を
通
じ
て
、
対
日
関
係
に
関
す
る
公
約
は
ど
の
陣
営
に
お
い
て
も
目
立
つ
公
約
は
な
く
消
極
的
な
テ
ー
マ
で

あ
り
、
日
本
と
の
関
係
改
善
に
つ
い
て
は
概
ね
共
感
が
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
具
体
的
な
事
項
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
全
無
に
近

か
っ
た
。
日
本
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
北
朝
鮮
の
核
廃
棄
に
関
す
る
国
際
的
な
枠
組
み
の
中
で
の
協
力
関
係
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
日
韓
関
係
の
懸
案
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
国
益
を
最
優
先
と
す
る
実
利
外
交
」
を
基
本
的
な
外
交
路

線
と
す
る
李
次
期
大
統
領
の
外
交
に
お
い
て
の
優
先
順
位
は
米
国
と
の
関
係
修
復
で
あ
り
、
「
軍
事
的
な
同
盟
関
係
に
な
く
、
経
済
的
な

存
在
感
も
下
が
っ
て
い
る
日
本
は
最
優
先
の
外
交
相
手
で
は
な
い
」
（
朝
鮮
日
報
、
○
七
・
一
二
・
二
○
）
た
め
、
政
治
的
に
敏
感
な
対

日
関
係
に
つ
い
て
の
公
約
は
避
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
李
明
博
大
統
領
は
、
選
拳
髄
初
間
を
通
じ
て
、
歴
史
認
識
問
題
や
独

島
の
領
有
楢
問
題
な
ど
の
政
治
懸
案
に
対
す
る
一
方
的
な
譲
歩
や
融
和
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
（
室
丞
泉
新
聞
、

○
七
・
一
二
・
二
○
）
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
日
本
が
歴
史
清
算
に
真
撃
に
取
り
組
む
な
ら
、
韓
日
関
係
の
新
た
な
ペ
ー
ジ
を
開
く
こ

と
が
可
能
だ
。
」
と
し
て
、
日
本
側
の
対
碍
応
如
何
に
よ
っ
て
は
関
係
改
善
を
積
極
的
に
進
め
る
考
え
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
言

か
ら
、
両
国
関
係
が
韓
国
の
政
権
交
代
に
よ
り
短
期
間
に
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
「
歴
史
」
と
「
外
交
」
を
分
離
し
た
ダ

ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
よ
る
実
利
の
追
求
が
現
実
的
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
韓
関
係
は
政
治
的
に
は
依
然
と
し
て
葛
藤
と
摩
擦
の
難
問
が
存
在
す
る
一
方
、
経
済
と
文
化
な
ど
他
の
分
野
で

は
過
去
に
例
の
な
い
ほ
ど
活
発
な
交
流
と
」
脳
力
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
を
訪
ね
る
韓
国
人
も
年
間
二
二
○
万
人
を
超
え
日
本
を
訪
問
す

る
外
国
人
の
四
分
の
一
に
迫
る
ほ
ど
両
国
間
の
人
的
往
来
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
に
は
、
在
日
韓
国
朝
鮮
人
を
含
め
七
○
万
人

に
達
す
る
韓
国
人
同
胞
が
居
住
し
て
お
り
、
彼
ら
の
法
的
地
位
向
上
も
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
可
能
性
も
少
な
く
は
な
い
。
日
本
生
ま
れ
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大
差
の
圧
勝
に
よ
り
当
選
を
決
め
た
李
明
博
次
期
大
統
領
は
、
一
一
○
○
八
年
二
月
二
五
日
の
就
任
式
に
向
っ
て
大
統
領
職
引
継
ぎ
の
作

業
に
入
っ
た
。
こ
の
大
統
領
職
の
引
継
ぎ
作
業
が
指
導
者
と
し
て
の
初
仕
事
で
あ
り
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
第
一
印
象
が
決
ま
っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
慮
武
鉱
政
府
か
ら
の
政
権
の
引
き
継
ぎ
と
今
後
の
五
年
間
の
国
政
運
営
の
土
台
と
な
る
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会

の
活
動
を
通
し
て
は
じ
め
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
説
得
と
調
整
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
朝
鮮
日
報
は
、

「
李
明
博
政
府
の
第
一
印
象
は
業
務
引
継
ぎ
委
員
会
活
動
で
左
右
さ
れ
る
。
第
一
印
象
は
簡
単
に
は
変
わ
ら
な
い
。
占
領
軍
の
よ
う
に
傲

慢
に
し
て
も
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
よ
う
に
青
臭
く
て
も
だ
め
だ
。
当
選
者
が
〈
仕
事
運
び
の
う
ま
い
大
統
領
〉
に
な
れ
る
か
を
見
極
め
る
初

の
関
門
が
、
こ
の
大
統
領
職
の
業
務
引
継
ぎ
委
員
会
の
活
動
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
そ
の

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
統
領
職
引
継
ぎ
に
関
す
る
事
項
は
、
『
大
統
領
職
引
継
ぎ
に
関
す
る
法
律
』
（
二
○
○
三
年
二
月
制
定
、
法
律
第
六

八
五
四
号
、
以
下
法
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
統
領
職
引
継
ぎ
に
関
す
る
法
律
は
、
「
大
統
領
選
挙
に

お
け
る
当
選
者
の
地
位
と
権
限
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
大
統
領
職
の
円
滑
な
引
継
ぎ
に
必
要
事
項
を
規
定
し
国
政
運
営
の
継
続
性
と

安
定
性
を
図
る
た
め
に
、
大
統
領
当
選
者
の
地
位
、
権
限
、
礼
遇
な
ど
に
関
す
る
事
項
を
法
制
化
す
る
。
ま
た
、
大
統
領
当
選
者
の
国
会

議
長
に
対
す
る
国
務
総
理
候
補
者
に
つ
い
て
の
人
事
聴
聞
会
の
実
施
を
要
求
で
き
る
法
律
的
根
拠
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
大
統
領
職
引

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
二
五

慢
に
し
て
も
、
ア
ヲ

の
関
門
が
、
こ
の
大
“

重
要
性
を
強
調
し
た
。

の
李
次
期
大
統
領
の
関
心
に
よ
っ
て
は
、
金
大
中
政
府
以
上
の
関
心
事
に
な
る
可
能
性
も
高
い
。

五
大
統
領
職
の
引
継
ぎ
委
員
会
の
活
動
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
一
一
一
ハ

継
ぎ
委
員
会
の
設
置
及
び
活
動
な
ど
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
権
交
代
期
に
お
け
る
行
政
の
空
白
を
最
小
化
し
、
大

統
領
職
の
円
滑
な
引
渡
し
・
引
継
ぎ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
大
統
領
職
引
継
ぎ
に
関
す
る
法

律
の
主
な
内
容
は
、
①
大
統
領
当
選
者
は
、
当
選
し
た
そ
の
日
か
ら
大
統
領
の
任
期
開
始
日
の
前
日
ま
で
そ
の
地
位
を
有
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
法
律
に
よ
り
必
要
な
権
限
を
も
つ
（
法
第
三
条
）
、
②
大
統
領
当
選
者
に
は
、
交
通
・
通
信
及
び
事
務
室
の
提
供
な
ど
を
礼
遇
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
法
第
四
条
）
、
③
大
統
領
当
選
者
は
、
任
期
開
始
前
に
国
務
総
理
候
補
者
を
指
名
し
、
国
会
議
長
に
対
し
、
人
事
聴
聞

会
の
実
施
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
第
五
条
）
、
④
大
統
領
当
選
者
の
補
佐
し
、
大
統
領
職
の
引
継
ぎ
と
関
連
し
た
業
務
を
担
当

す
る
た
め
に
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
同
委
員
会
は
大
統
領
の
任
期
開
始
以
降
三
○
日
以
内
の
範
囲
で
存
続
す

る
（
法
第
六
条
）
、
⑤
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
は
、
政
府
の
組
織
・
機
能
及
び
予
算
現
況
の
把
握
、
新
し
い
政
府
の
政
策
基
調
を
設
定

す
る
た
め
の
準
備
、
大
統
領
の
就
任
行
事
な
ど
の
関
連
す
る
業
務
の
準
備
、
そ
の
他
の
大
統
領
職
の
引
継
ぎ
に
必
要
事
項
に
関
す
る
業
務

を
遂
行
す
る
（
法
第
七
条
）
、
⑥
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
は
、
委
員
長
一
人
、
副
委
員
長
一
人
及
び
二
四
人
以
内
の
委
員
で
構
成
す
る

が
、
委
員
は
大
統
領
当
選
者
が
任
命
す
る
（
法
第
八
条
）
、
⑦
行
政
自
治
部
の
長
官
は
、
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
の
業
務
遂
行
が
円
滑

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
業
務
支
援
を
す
る
と
と
も
に
関
係
機
関
の
長
は
、
効
率
的
な
業
務
遂
行
が
で
き
る
よ
う
に
資
料
・
情
報
ま
た
は
意
見

の
提
出
、
予
算
の
確
保
な
ど
の
協
調
を
す
る
（
法
第
一
二
条
）
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
後
、
李
明
博
大
統
領
の
就
任
に
伴
い
『
政
府
組
織
法
』
（
二
○
○
八
年
二
月
に
全
部
改
正
、
法
律
第
八
八
五
二
号
）
の
改
正
が
行

わ
れ
、
そ
の
主
な
［
日
的
は
、
「
国
境
を
越
え
た
無
限
な
競
争
の
時
代
に
お
い
て
国
民
に
希
望
を
与
え
る
一
流
の
政
府
を
建
設
す
る
た
め
に
、

未
来
に
関
す
る
戦
略
企
画
機
能
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
干
渉
と
介
入
を
最
小
化
す
る
小
さ
な
政
府
の
構
築
を
通
じ
て
、
民
間
と

地
方
の
創
意
と
活
力
を
奨
励
す
る
一
方
、
必
ず
な
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
は
確
実
に
行
い
つ
つ
、
国
家
経
済
の
健
全
な
運
営
に
よ
り
国
民

● 
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負
担
を
減
ら
す
。
ま
た
、
縦
割
り
の
な
い
透
明
か
つ
柔
軟
で
創
造
的
に
働
く
政
府
を
構
築
す
る
た
め
に
企
画
予
算
庁
と
財
政
経
済
部
を
統

合
し
、
企
画
財
政
部
を
新
設
す
る
な
ど
、
政
府
機
能
の
効
率
的
な
配
置
を
図
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
変
更
内
容
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
大
統
領
秘
書
室
と
警
護
室
の
統
合
（
法
第
一
四
条
）
、
②
副
総
理
制
の
廃
止
（
現
行
法
第
一
九
条
の

こ
の
削
除
）
、
③
特
認
長
官
の
新
設
（
法
第
一
七
条
）
、
④
国
務
総
理
秘
書
室
と
国
務
調
整
室
の
統
合
（
法
第
一
八
条
）
、
⑤
企
画
調
整
部

（
法
第
二
三
条
）
、
教
育
科
学
技
術
部
（
法
第
二
四
条
）
、
行
政
安
全
部
（
法
第
二
九
条
）
、
農
林
水
産
食
品
部
（
法
第
一
一
一
一
条
）
、
知
識
経

済
部
（
法
第
三
二
条
）
、
国
土
海
洋
部
（
法
第
三
七
条
）
の
新
設
及
び
国
政
広
報
庁
（
法
第
三
○
条
、
現
行
法
第
二
四
条
の
一
一
削
除
）
の

廃
止
、
気
象
庁
の
環
境
部
へ
の
所
属
変
更
（
法
第
三
四
条
）
な
ど
で
あ
る
。

当
選
か
ら
一
週
間
も
経
な
い
一
一
○
○
八
年
一
二
月
二
五
日
、
李
明
博
大
統
領
当
選
者
は
、
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
の
長
に
李
慶
淑

才
・
ギ
ョ
ン
ス
ク
）
淑
明
女
子
大
学
総
長
を
、
副
委
員
長
に
金
烟
昨
（
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
オ
）
議
員
を
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
た
。
ま
た
報
道

官
に
は
李
東
宮
（
イ
・
ド
ン
グ
ァ
乙
前
選
挙
対
策
委
員
会
広
報
特
別
補
佐
、
秘
書
室
長
に
は
候
補
秘
書
室
長
を
務
め
た
任
太
煕
（
イ

ム
・
テ
ヒ
）
議
員
、
李
当
選
者
の
報
道
官
に
は
候
補
秘
書
室
副
室
長
だ
っ
た
朱
豪
英
（
チ
ュ
・
ホ
ョ
ン
）
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
起
用
さ
れ
た
。

非
政
治
家
の
学
者
を
委
員
長
に
、
そ
し
て
政
治
家
の
副
委
員
長
で
ト
ッ
プ
を
固
め
た
背
景
に
は
、
業
務
の
専
門
性
と
政
務
的
な
機
能
を
同

時
に
満
た
そ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
る
も
の
と
分
析
さ
れ
た
。

大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
制
度
が
設
け
ら
れ
た
一
九
九
八
年
以
降
、
女
性
が
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
り
、
李

慶
淑
総
長
は
、
淑
明
女
子
大
の
革
新
を
率
い
た
大
学
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責
任
者
）
と
し
て
、
李
当
選
者
は
選
挙
対
策
委
員
会
構
成
当
時

か
ら
登
用
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
引
継
ぎ
委
員
会
は
大
統
領
就
任
式
前
日
に
当
た
る
二
○
○
八
年
二
月
二
四
日
ま
で
活
動
し
、

政
治
の
空
白
な
く
次
期
政
権
が
発
足
で
き
る
よ
う
、
政
府
官
庁
と
青
瓦
台
（
大
統
領
府
）
の
主
要
懸
案
・
業
務
に
関
す
る
引
継
ぎ
を
受
け

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

’
二
七
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こ
う
し
た
中
、
今
年
の
一
二
月
二
五
日
に
発
表
さ
れ
た
引
継
ぎ
委
員
会
の
構
成
に
お
い
て
の
最
大
の
特
徴
は
、
今
回
の
選
挙
の
特
徴
で

も
あ
る
、
左
派
か
ら
右
派
へ
の
権
力
の
移
動
を
明
確
に
象
徴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
明
ら
か
に
な
っ
た
大
統
領
職
業

務
引
継
ぎ
委
員
会
は
、
李
明
博
氏
の
最
側
近
、
鄭
斗
彦
（
チ
ョ
ン
・
ド
ゥ
ウ
ォ
ン
、
五
○
歳
）
議
員
と
業
務
引
継
ぎ
委
員
会
企
画
調
整
分

科
委
で
活
動
す
る
郭
承
俊
（
パ
ク
・
ス
ン
ジ
ュ
ン
、
四
七
歳
）
高
麗
大
経
済
学
科
教
授
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
四
七
五
世
代
」
が
慮
武
鉱
政
府

を
支
え
た
「
三
八
六
世
代
」
に
代
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
四
七
五
世
代
」
と
は
、
年
齢
が
四
○
代
後
半
以
上
で
一
九
七
○
年
代
に
大

学
に
通
っ
た
五
○
年
代
に
生
ま
れ
た
人
々
を
さ
す
。
慮
武
絃
政
府
を
支
え
た
「
三
八
六
」
世
代
（
三
○
代
で
、
一
九
八
○
年
代
に
大
学
に

通
い
、
学
生
運
動
を
主
導
し
た
世
代
を
さ
す
。
）
は
、
金
大
中
大
統
領
時
代
の
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
若
い
血
の
輸
血
」
と
い
う
名
分
で
政

界
に
流
れ
始
め
た
。
続
い
て
慮
武
鉱
大
統
領
の
権
力
の
中
枢
勢
力
と
し
て
加
わ
り
．
○
年
進
歩
政
権
」
の
主
流
を
形
成
し
た
。
そ
し
て
、

「
右
派
へ
の
権
力
移
動
」
と
呼
ば
れ
る
季
明
博
次
期
大
統
領
の
権
力
の
基
盤
と
し
て
こ
の
「
四
七
五
世
代
」
が
主
流
グ
ル
ー
プ
と
し
て
浮

上
し
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
る
。

大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
の
李
慶
淑
委
員
長
は
二
○
○
七
年
一
二
月
三
一
日
、
委
員
長
就
任
後
初
め
て
開
い
た
記
者
会
見
で
、
国
政
に

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
二
八

る
。
ま
た
、
李
当
選
者
が
五
年
間
に
わ
た
り
国
政
を
導
い
て
い
く
た
め
の
青
写
真
を
描
く
と
い
う
重
大
な
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

引
継
ぎ
委
員
会
は
委
員
長
・
副
委
員
長
傘
下
に
「
国
家
競
争
力
強
化
特
別
委
員
会
」
、
「
企
画
調
整
」
・
「
政
務
」
・
「
外
交
・
統
一
・
安

保
」
・
「
行
政
」
・
「
経
済
一
」
・
「
経
済
二
」
・
「
社
会
教
育
文
化
」
の
七
分
科
が
置
か
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
科
を
総
括
・
調
整
す
る

「
総
括
幹
事
」
も
配
置
さ
れ
た
。
引
継
ぎ
委
員
会
の
中
心
と
さ
れ
る
「
国
家
競
争
力
強
化
特
別
委
員
会
」
に
は
、
「
政
府
革
新
と
規
制
改

革
」
・
「
投
資
誘
致
」
・
「
気
候
変
化
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
」
・
「
朝
鮮
半
島
大
運
河
」
・
「
新
万
金
」
・
「
科
学
ビ
ジ
ネ
ス
ベ
ル
ト
」
の
六
作
業
班

が
設
置
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
中
、
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李
明
博
大
統
領
の
秘
書
室
長
を
務
め
る
朱
豪
英
（
チ
ュ
・
ホ
ョ
乙
氏
は
、
政
府
組
織
の
改
編
方
向
に
関
し
「
あ
る
程
度
の
統
廃
合
は

避
け
ら
れ
な
い
。
」
と
述
べ
、
予
算
を
無
駄
な
く
使
い
、
混
乱
ま
た
は
重
複
し
て
業
務
を
行
う
こ
と
は
避
け
る
と
い
う
原
則
を
示
し
な
が

ら
、
効
率
的
な
政
府
、
小
さ
く
強
い
政
府
が
次
期
政
府
の
政
策
課
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
大
統
領
職
引
継
ぎ
委
員
会
の

最
大
の
難
題
と
さ
れ
る
政
府
組
織
の
再
編
に
関
し
て
引
継
ぎ
委
員
会
の
国
家
競
争
力
強
化
特
別
委
員
会
傘
下
の
「
政
府
革
新
・
規
制
改
革

特
別
班
」
は
、
現
行
一
八
官
庁
を
一
三
ま
た
は
一
五
ま
で
削
減
す
る
複
数
案
を
一
次
報
告
と
し
て
、
李
次
期
大
統
領
に
提
出
し
た
。
官
庁

数
を
一
三
ま
で
削
減
す
る
案
で
は
、
財
政
経
済
部
を
企
画
財
政
部
に
改
編
し
、
企
画
予
算
処
、
金
融
監
督
委
員
会
な
ど
経
済
関
連
官
庁
と

機
能
・
組
織
を
一
部
調
整
す
る
。
外
交
通
商
部
と
統
一
部
を
統
合
す
る
ほ
か
、
教
育
人
的
資
源
部
は
科
学
技
術
部
と
統
合
し
労
働
部
と
機

能
調
整
す
る
。
農
林
部
と
海
洋
水
産
部
、
保
健
福
祉
部
と
女
性
家
族
部
を
そ
れ
ぞ
れ
統
廃
合
す
る
な
ど
の
案
が
含
ま
れ
て
い
る
（
中
央
日

報
、
○
八
・
○
｜
・
’
五
）
。
企
画
調
整
引
継
ぎ
委
員
会
は
、
現
実
的
に
政
府
組
織
法
改
編
案
が
可
決
さ
れ
、
新
た
に
政
府
が
発
足
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
｜
月
末
ま
で
に
改
編
を
終
わ
ら
せ
二
月
に
長
官
を
任
命
す
る
た
め
に
は
、
一
月
中
旬
ま
で
に
改
編
案
に
対
す
る

総
合
研
究
案
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

他
方
、
李
明
博
次
期
大
統
領
側
は
政
府
組
織
改
編
の
推
進
と
関
連
し
、
そ
の
方
策
作
り
の
段
階
で
地
方
分
権
の
活
性
化
策
も
同
時
に
推

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

’
二
九

は
連
続
性
と
安
定
性
が
必
要
だ
と
し
な
が
ら
、
「
歴
代
政
権
の
仕
事
の
う
ち
修
正
す
べ
き
こ
と
は
修
正
し
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
は

継
承
・
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
た
。
官
僚
社
会
の
問
題
点
や
集
団
利
己
主
義
は
容
認
せ
ず
、
こ
う
し
た
部
分
は
大
胆

に
正
す
と
く
ぎ
を
刺
し
た
。
李
委
員
長
は
「
最
大
の
課
題
は
、
経
済
を
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
と
国
民
統
合
」
と
述
べ
、
経
済
再
生
の
役
に

立
た
な
い
障
害
物
は
思
い
切
っ
て
解
消
す
る
よ
う
努
力
し
、
そ
の
前
提
に
国
民
統
合
が
あ
る
と
強
調
し
た
（
連
合
ニ
ュ
ー
ス
、
○
七
・
一

一
一
・
一
一
一
一
）
。
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「
左
派
か
ら
右
派
へ
の
政
権
移
動
」
、
「
Ｃ
Ｅ
Ｏ
大
統
領
の
時
代
到
来
」
な
ど
、
刺
激
的
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
が
並
ん
だ
今
回
の
第
一
七
代

韓
国
大
統
領
選
挙
は
、
歴
代
も
っ
と
も
低
迷
し
た
投
票
率
が
物
語
る
よ
う
に
、
「
争
点
な
き
経
済
再
建
」
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
、
野
党

李
明
博
候
補
の
圧
勝
で
幕
を
閉
じ
た
。
ま
た
、
大
統
領
選
挙
の
結
果
分
析
が
出
揃
う
前
に
、
政
局
は
今
年
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
総
選

し
か
し
、
順
調
に
見
え
た
李
明
博
政
府
は
大
臣
予
定
者
が
過
去
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
り
辞
退
に
追
い
込
ま
れ
る
一
方
、
政
府
機
関
の

統
廃
合
を
め
ぐ
る
部
処
間
の
対
立
が
激
化
す
る
な
ど
、
大
き
な
陣
痛
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
引
継
ぎ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て

就
任
式
に
辿
り
つ
い
た
李
明
博
政
府
で
あ
る
が
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
初
印
象
に
は
大
き
く
傷
が
残
る
結
果
と
な
っ
た
。

ま
た
、
大
統
領
選
挙
の
目
玉
公
約
と
し
て
掲
げ
た
大
運
河
政
策
に
対
し
、
そ
の
経
済
的
効
果
へ
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
な
ど
、
早
く
も

そ
の
実
現
に
暗
雲
が
立
ち
こ
も
り
、
大
統
領
選
挙
と
と
も
に
政
権
運
営
に
膨
大
な
影
響
を
与
え
る
総
選
挙
の
予
測
に
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
な

っ
た
。

七
・
’
二

し
か
し
、

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
三
○

進
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
季
当
一
選
者
が
強
調
す
る
「
新
発
展
体
制
」
（
先
進
化
）
の
達
成
に
向
け
、
地
方
の
発
展
が
重
要

と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
引
継
ぎ
委
員
会
の
内
部
で
は
、
中
央
の
権
限
の
う
ち
各
種
の
規
制
や
監
督
に
関
す
る
権
限
を
地
方
に
移

譲
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
案
が
挙
が
っ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
た
。
例
え
ば
杢
当
選
者
は
選
挙
当
時
、
教
育
人
的
資
源
部
の
権
限
で
あ
る

自
立
型
私
立
高
校
の
指
定
権
限
を
一
六
市
・
道
の
教
育
委
員
会
総
轄
者
に
委
ね
る
こ
と
な
ど
を
約
束
し
て
い
る
（
連
合
ニ
ュ
ー
ス
、
○

六
終
り
にｌ
ポ
ス
ト
三
金
時
代
の
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
条
件

’
二
・
二
八
）
。
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上
。

函
■
囮
四
四
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

四四四■■■■■■■■■■■■■■。

議席数）

|丁芒口
堕：自由先進党，民労：民主労働党，

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

１，ハンナラ：ハンナラ党，先進

ト：親朴連帯をさす．表八も同じ

風会資料（2008)．

－ 

－ 

－ 

一

一

区分 議席 民主 ハンナラ 先進 親朴 民労 創造 無所属

総計 299 ８１ 153 1８ 1４ ５ ３ 2５ 

地域区 245 6６ 1３１ 1４ ６ ２ １ 2５ 

ソウル市 4８ ７ 4０ １ 

釜山市 1８ １ 1１ １ ５ 

大郎市 1２ ８ ３ １ 

仁Ⅱ|市 1２ ２ ９ １ 

光州市 ８ ７ １ 

大田市 ６ １ ５ 

蔚山市 ６ ５ １ 

江源道 ８ ２ ３ ３ 

京畿道 ５１ 1７ 3２ １ １ 

慶南道 1７ １ 1３ ２ １ 

鹿北道 1５ ９ 1 ５ 

全南道 1２ ９ ３ 

全北道 1１ ９ ２ 

忠南道 1０ １ ８ １ 

忠北道 ８ ６ １ １ 

済州道 ３ ３ 

今園区 5４ 1５ 2２ ４ ８ ３ ２ 
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表八地域別政党の得票数（率）

区

四四國魎団、、

法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

四
■、■匹日、囚忠田■冊、■服雨ｎｍ

■、■、■、匹刷■、￣

１１ ００ 

０９１０８ ８４１ ２１４５ 

区分 民主 ハンナラ 先進 親朴 民労 iill造

総計

(％） 

4,312,491 

25.17 

6,421,564 

37.48 

1,173,438 

6.85 

2,258,710 

1３１８ 

973,345 

5.68 

651,962 

3.80 

ソウル市

(％） 

10037,469 

28.31 

1,473,477 

40.22 

175,731 

4.79 

382,814 

10.44 

138,751 

3.78 

1690787 

4.63 

釜山市

(％） 

152,494 

12.73 

521,286 

43.52 

62,238 

5.19 

270,393 

22.57 

63,243 

5.28 

45,136 

3.76 

大郎市

(％） 

41,649 

4.92 

393,558 

46.56 

33,437 

3.95 

276,790 

32.74 

27,366 

3.23 

24621 

2.91 

仁川市

(％） 

2070480 

24.55 

335,252 

39.68 

51,609 

6.10 

91,792 

10.86 

48,937 

5.79 

37,007 

4.38 

光州市

(％） 

307,789 

70.39 

25,551 

5.90 

4,048 

093 

5,595 

1.29 

40,550 

9.36 

16,917 

3.90 

大田市

(％） 

91,777 

18.61 

122,220 

24.78 

169,358 

34.34 

421670 

8.65 

19,109 

３８７ 

18,051 

3.66 

蔚山市

(％） 

34,295 

9.33 

157,453 

4２８６ 

12,382 

3.37 

68,728 

18.71 

52,308 

14.24 

12,799 

３４８ 

江源道

(％） 

109,108 

18.61 

266,768 

45.52 

37,168 

6.34 

72,078 

12.29 

34,841 

5.94 

21,455 

３６６ 

京畿道

(％） 

944,421 

2６３７ 

11465,283 

4０９２ 

169,682 

4.73 

409,894 

11.44 

171,974 

4.80 

157,101 

4.38 

慶南道

(％） 

120,889 

10.51 

517,675 

45.03 

48,700 

4.23 

206,373 

17.95 

122,089 

10.62 

39,335 

3.42 

慶北道

(％） 

60,857 

5.61 

579,285 

5３４５ 

31,385 

2.89 

255,422 

23.56 

44,329 

4.09 

25.521 

２３５ 

全南道

(％） 

485,636 

66.89 

46,093 

6.34 

7,696 

1.06 

12,844 

L7６ 

73,314 

10.09 

16,774 

2.31 
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ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

’一一一一一一

出典）中央選挙管理委員会資料（2008）

挙
の
準
備
に
突
入
し
て
お
り
、
大
統
領
選
挙
同
様
の
保
守
野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
躍
進
か
、

ま
た
は
与
党
大
統
合
民
主
新
党
の
巻
き
返
し
か
、
そ
れ
と
も
保
守
・
進
歩
・
革
新
各
勢

力
の
再
編
と
し
て
新
党
の
誕
生
な
の
か
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
様
々
な
分
析
が
あ

る
が
、
民
主
主
義
の
進
展
と
い
う
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
大
き
な
混
乱
な
く
選
挙
を
通
じ

て
水
平
的
な
政
権
交
代
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
五
年
ぶ
り
の
政
権
選
択
で
あ
る
大
統
領
選
挙
の
プ
ロ
セ
ス
を
眺
め
た
本
稿
の

終
わ
り
に
、
今
回
の
大
統
領
選
挙
が
示
し
た
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
大
統
領
の
選
挙
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
は
、
国
民

的
支
持
を
背
負
う
強
い
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
戦
争
を
経
験
し
、

戦
後
復
興
が
長
引
い
た
韓
国
の
政
治
状
況
で
は
、
北
朝
鮮
と
経
済
的
貧
困
と
い
う
現
実

の
敵
か
ら
身
を
守
り
、
国
民
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
経
済
的
発
展
が
も
っ
と
も

重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
経
済
的
発
展
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
社
会

層
を
統
合
し
、
国
家
的
資
源
を
動
員
し
配
分
で
き
る
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
が
必
要
で
あ
つ

（
９
）
 

た
。
「
権
威
主
義
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
開
発
独
裁
は
、
や
む
を
得
な
い
政
治
状
況
で
あ

り
、
こ
の
権
威
主
義
体
制
の
下
で
は
、
社
会
的
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
は
民
主
的
権
利

が
制
約
さ
れ
、
「
漢
江
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
る
経
済
発
展
と
豊
か
さ
が
そ
の
代
償
で
あ

全北道

(％） 

424,663 

64.30 

61,091 

9.25 

10,847 

Ｌ6４ 

15,498 

2.34 

49,047 

7.42 

19,335 

2.92 

忠南道

(％） 

98pO45 

13.54 

196,418 

27.12 

273,564 

37.78 

52,283 

7.22 

34,052 

4.70 

18,392 

2.54 

忠北道

(％） 

133,199 

23.88 

189,681 

34.01 

76,521 

13.72 

68,800 

12.33 

31717 

5.68 

181717 

3.35 

済州道

(％） 

65,720 

30.22 

70,473 

32.40 

9,072 

４．１７ 

26,741 

12.29 

211718 

9９８ 

11,014 

5．０６ 
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一
三
四

緯
国
社
会
の
不
十
分
な
民
主
主
義
は
保
た
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
七
年
の
民
主
化
が
も
た
ら
し
た
直
接
選
挙
制
度
に
よ
る
大
統
領
選
び
は
、
世
代
間
・
地
域
間
の
対
立
構
図
を
形
成

さ
せ
、
「
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
よ
り
は
「
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
選
挙
結
果
に
影
響
を
与
え
る
最
大
の
要
因
と
な
っ

た
。
ま
た
、
世
代
間
の
関
心
事
の
相
違
が
選
挙
に
大
き
く
影
響
を
与
え
、
軍
章
一
政
権
下
で
の
維
新
を
経
験
し
た
五
○
～
六
○
代
の
既
成
世

代
と
二
○
～
三
○
代
の
新
世
代
の
選
好
の
違
い
は
選
挙
の
争
点
と
し
て
対
立
す
る
場
面
も
多
く
な
っ
た
、
例
え
ば
、
太
陽
政
策
や
対
米
関

係
に
お
け
る
理
解
は
、
既
成
世
代
が
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
一
方
、
若
年
層
は
自
主
や
主
体
と
い
う
独
自
的
な
路
線
を
選
好
す
る
。

そ
の
上
、
既
存
の
政
治
体
制
に
影
響
を
与
え
る
市
民
団
体
の
成
長
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
要
素
で
あ
る
。
特
に
、
「
政
治
的
進
歩
二

と
い
わ
れ
る
市
民
団
体
の
成
長
と
拡
大
は
、
政
治
状
況
を
左
右
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
お
り
、
場
合
に
は
、
特
定
選
挙
に
お
け
員
膝
補
者
の

落
選
運
動
な
ど
も
進
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
世
代
間
・
地
域
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
選
好
が
複
雑
化
、
高
度
化
す
る
と
と
も
に
、
従

来
の
政
治
フ
レ
ー
ム
か
ら
離
れ
た
市
民
の
政
治
化
が
あ
い
ま
っ
て
、
「
率
い
る
（
引
率
こ
と
い
う
性
格
よ
り
は
「
統
合
」
す
る
政
治
リ
ー

（
、
）

グ
ー
の
必
要
性
が
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

現
実
の
政
治
社
会
に
お
い
て
の
大
統
領
選
挙
は
、
一
九
八
七
年
の
民
主
化
以
降
一
○
年
の
時
間
軸
を
中
心
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
い

え
る
。
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
一
○
年
間
は
保
留
さ
れ
て
き
た
戦
後
の
民
主
主
義
の
「
制
度
化
」
が
課
題
で
あ
り
、
こ
の

民
主
化
の
進
展
を
束
ね
て
い
く
こ
と
が
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
に
果
た
さ
れ
た
時
代
的
要
請
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
時
代
課
題
と
し
て
推
進
さ
れ
る
中
、
一
九
九
七
年
の
通
貨
危
機
に
よ
り
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ

Ｆ
）
の
管
理
体
制
下
で
迎
え
た
一
九
九
八
年
か
ら
二
○
○
七
年
ま
で
の
一
○
年
間
は
、
「
第
二
の
建
国
」
と
と
も
に
「
国
際
化
」
へ
の
対

応
が
課
題
で
あ
り
、
経
済
の
建
て
直
し
と
熾
烈
な
国
際
競
争
に
お
い
て
勝
ち
抜
く
こ
と
の
で
き
る
社
会
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
国
際
基
準
の
導
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入
が
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
に
果
た
さ
れ
た
責
任
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慮
武
鉱
政
府
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
時
代
的
要
請
に
対
し
て
は
背

を
向
け
、
歴
史
的
課
題
の
清
算
と
い
う
旧
来
の
民
主
化
の
問
題
を
争
点
と
す
る
一
方
、
実
験
的
な
政
策
運
用
に
よ
り
政
権
運
用
の
安
定
性

を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
支
持
母
体
で
あ
っ
た
一
一
○
～
三
○
代
の
支
持
を
失
っ
た
。

他
方
、
一
九
九
八
年
か
ら
二
○
○
七
年
ま
で
の
一
○
年
間
、
国
政
運
営
を
担
当
し
て
き
た
の
は
、
金
大
中
政
府
と
慮
武
絃
政
府
で
あ
る
。

と
も
に
、
国
民
の
政
府
・
参
加
政
府
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
で
政
権
を
運
営
し
て
き
て
お
り
、
金
大
中
政
府
か
ら
慮
武
鉱
政
府
へ
の
移

動
は
、
金
大
中
・
金
泳
三
・
金
鐘
泌
と
い
う
戦
後
政
治
の
象
徴
で
あ
る
「
三
金
時
代
」
と
の
決
別
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め

て
お
り
、
そ
の
た
め
、
金
権
政
治
や
地
域
対
立
な
ど
戦
後
の
負
の
政
治
を
意
味
す
る
三
金
時
代
と
の
別
れ
は
、
韓
国
政
治
の
新
し
い
地
平

を
切
り
開
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

今
回
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
戦
後
の
政
治
構
造
を
形
成
し
て
き
た
「
三
金
政
治
」
に
よ
る
影
響
力
の
低
下
は
否
定
で
き

な
い
も
の
で
あ
り
、
進
歩
系
列
の
候
補
一
本
化
を
訴
え
た
金
大
中
前
大
統
領
の
か
け
声
も
選
挙
の
構
図
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
金
永
三
前
大
統
領
や
金
鉱
必
前
首
相
の
発
言
力
も
政
権
交
代
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
的
政
治
基
盤
を
次
の
世
代
が
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
受
け
継
ぐ
形
で
変
化
が
加
速
し
て
お
り
、
地
域
的
な
対
立
構
造
は
新
し
い
局

面
に
突
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

経
済
的
争
点
だ
け
で
終
わ
っ
た
今
回
の
大
統
領
選
挙
を
通
じ
て
見
た
ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
も
っ
と
も
大
き

な
条
件
は
、
地
域
的
対
立
を
融
和
さ
せ
（
国
民
統
合
）
、
社
会
統
合
を
進
め
る
た
め
の
「
包
容
力
」
と
官
民
を
区
別
し
な
い
で
成
長
を
持

続
さ
せ
る
経
営
感
覚
の
持
ち
主
（
先
進
化
）
、
そ
し
て
国
民
的
課
題
を
充
実
に
実
行
す
る
公
僕
と
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
え
る
。

選
ば
れ
る
こ
と
よ
り
、
や
め
る
ほ
う
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
韓
国
の
大
統
領
。
任
期
を
終
え
た
虞
武
鉱
大
統
領
も
、
こ
れ
か
ら
五
年
間

ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
大
統
領
の
条
件
（
申
）

一
三
五
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号

一一一一一ハ

の
任
期
を
は
じ
め
た
李
明
博
大
統
領
も
、
辞
め
た
後
に
評
価
さ
れ
、
国
民
的
支
持
を
得
ら
れ
る
大
統
領
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
を
心
か

ら
お
祈
り
す
る
。

（
２
）
錨
員
内
閣
制
と
大
統
領
制
の
相
違
に
関
し
て
は
、
藤
原
守
胤
「
議
員
内
閣
制
と
大
統
領
制
」
『
法
学
研
究
』
（
慶
応
大
学
法
学
研
究
会
）
三
七
（
一
二
）
、

一
九
六
四
を
参
照
。
ま
た
、
民
主
主
義
論
の
視
点
か
ら
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
正
洋
「
統
治
形
態
を
め
ぐ
る
民
主
主
義
論
の
展
開
」
「
五
五
年
体
制

の
崩
壊
』
（
年
報
政
治
学
、
日
本
政
治
学
会
編
、
岩
波
轡
店
）
、
一
九
九
六
を
参
照
。

（
３
）
広
義
の
意
味
で
は
、
大
統
領
を
元
首
と
す
る
統
治
形
態
を
い
う
。
狭
義
の
意
味
で
は
、
行
政
府
の
首
班
で
あ
る
大
統
領
が
立
法
府
と
は
無
関
係
に
直
接
国

民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
統
治
形
態
を
指
す
。
こ
の
意
味
で
の
大
統
領
制
は
、
議
員
内
閣
制
と
と
も
に
、
現
代
の
主
要
な
統
治
形
態
で
あ
る
。
『
現
代
政
治
学
辞

典
」
（
新
訂
版
）
プ
レ
ー
ン
出
版
、
一
九
九
八
、
六
二
九
頁
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
辻
陽
「
大
統
領
制
比
較
の
た
め
の
視
座
二
）
～
（
三
）
“
〈
制
度
的
権
力
〉
と
〈
政
治
的
権
力
〉
」
『
法
学
論
叢
』
（
京
都
大
学
法
学

会
）
、
一
五
八
（
二
）
～
（
四
）
、
二
○
○
五
を
参
照
。

（
５
）
金
鑓
鐡
「
韓
国
大
統
領
制
の
課
題
と
展
望
、
慮
武
絃
政
権
に
お
け
る
変
化
を
中
心
に
（
上
ご
『
法
律
時
報
」
七
七
（
八
）
、
二
○
○
五
、
一
○
○
頁
。

（
６
）
安
海
均
『
韓
国
行
政
体
制
論
、
政
治
・
行
政
分
析
の
体
系
的
接
近
』
ソ
ウ
ル
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
、
四
一
頁
。

（
７
）
恋
法
改
正
と
大
統
領
制
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
西
尾
昭
・
葛
奉
根
「
韓
国
憲
法
に
お
け
る
統
治
機
櫛
恥
大
統
領
制
度
を
中
心
に
」
『
同
志
社
法
学
』
四
八

（
三
）
、
一
九
九
八
が
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
歴
代
選
挙
に
お
け
る
地
位
別
の
得
票
結
果
と
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
尻
目
館
、
『
目
的
三
「
韓
国
の
歴
代
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
圏
域
別
支
持
傾
向
の

分
析
」
（
韓
国
行
政
箸
工
室
二
○
○
七
冬
季
学
術
大
会
発
表
論
文
）
、
二
○
○
七
が
詳
し
い
。

（
９
）
鄭
正
吉
「
大
統
領
の
権
力
」
（
韓
国
行
政
学
会
二
○
○
三
夏
季
学
術
大
会
発
表
論
文
）
、
二
○
○
三
参
照
。

（
、
）
爵
目
、
切
目
且
円
六
「
新
大
統
領
の
新
し
い
役
割
叩
命
令
者
か
ら
調
整
者
へ
」
『
行
政
論
叢
』
（
ソ
ウ
ル
大
学
韓
国
行
政
研
究
所
）
、
四
○
（
三
）
参
照
。

（
１
）
こ
の
点
』

九
八
を
参
照
。

（
２
）
織
員
内
函

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
李
鐘
祥
「
米
国
大
統
領
制
の
韓
国
懸
法
へ
の
受
容
上
の
問
題
点
」
『
神
奈
川
法
学
』
〈
神
奈
川
大
学
法
学
会
）
、
三
二
（
二
）
、
一
九
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